
令和８年 第１回 川口市教育委員会定例会 
 

                                日 時 令和８年１月２３日（金） 

                                    午後３時３０分 

                                場 所 川口市教育委員会室 

 

                                      日    程 
１  開 会 
 
２  点 呼 
 
３ 前回会議録の承認 
（１）第１５回川口市教育委員会定例会会議録  
 
４ 教育長報告 
（１）２月行事予定について                               ――  １ 
（２）１２月市議会定例会の概要について                         ――  ３ 
（３）小中学校の適正規模・適正配置に係る審議経過について                ――当日１ 
（４）川口市教育大綱（案）及び川口市教育振興基本計画（案）に係るパブリック・コメントの 

結果概要について                                 ―― ９５ 
（５）川口市教育大綱及び川口市教育振興基本計画の改定について              ――当日２ 
（６）横曽根公民館・横曽根図書館建設事業について                    ――当日３ 
（７）川口市公民館運営審議会委員の解嘱について                     ―― ９６ 
（８）川口市子ども読書活動推進計画（案）に係るパブリック・コメントの結果概要について  ―― ９７ 
（９）川口市子ども読書活動推進計画の改定について                    ――当日４ 
（１０）令和７年度川口市優秀教職員表彰被表彰者について                 ―― ９８ 
（１１）卒業（園）式及び入学（園）式について                      ―― ９９ 
（１２）いじめ根絶に向けた取り組み状況について                     ――当日５ 
（１３）川口市立学校におけるいじめ問題の現状について                  ――当日６㊙ 
（１４）地域教育支援センターについて                          ――１００ 
（１５）令和７年度全国健康づくり推進学校表彰について                  ――１０１ 
（１６）川口市学校給食運営審議会への諮問について                    ――１０２ 
 
５ 協議事項 
（１）３月市議会案件について                              ――当日７㊙ 
（２）川口市立小中学校適正規模・適正配置基本方針（改定版）（案）に係るパブリック・コメ      

ントの実施について                                ――１０４ 
（３）卒業（園）式における告辞等について                        ――当日８㊙ 
（４）大貫海浜学園に代わる宿泊施設について                       ――１０５ 
 
６ 議案の審議 
議案第１号 川口市公民館運営審議会委員を委嘱することについて              ――１０７ 
議案第２号 専決処分の承認について                           ――当日９㊙ 
議案第３号 川口市いじめ問題調査委員会委員を委嘱することについて            ――１０８ 
 
７ その他 
（１）令和８年川口市はたちの集い開催結果について                    ――１０９ 
 
８ 閉 会 



日 曜日 時間 行事等 場所 主管課・機関

1 日

2 月 学校訪問
戸塚東小学校
根岸小学校

指導課

3 火 12:15 川口市教育委員会研究委嘱発表会 舟戸幼稚園 指導課

12:45 川口市教育委員会研究委嘱発表会
舟戸小学校
南中学校

指導課

14:00 第２回川口市立科学館運営審議会 SKIPシティ 科学館

4 水 10:00 市立学校教頭・副校長会議 2601会議室 学務課

13:30 教育委員会定例会 教育委員会室 教育総務課

5 木

6 金 13:00 令和７年度市町村教育委員会研究協議会
TKP新橋カンファレンス

センター
教育総務課

7 土 10:00
不登校児童生徒支援事業「リガーレ」

（第３回保護者と共に不登校を考える会）
芝西中学校陽春分校 指導課

8 日 9:00 地区対抗スポレック大会 芝スポーツセンター スポーツ課

9 月 学校訪問 南鳩ヶ谷小学校 指導課

学力向上訪問
舟戸小学校
領家中学校

指導課

10 火

11 水 建国記念の日

12 木 9:30 川口ツーデーマーチ総務部会 2504会議室 スポーツ課

10:00 月例校長協議会 2601会議室 学務課

14:00 第７回南部教育長会議 浦和合同庁舎 教育総務課

13 金 9:00 高校入試願書受付 市立高等学校 市立高等学校

11:00 令和７年度第３回川口市学校給食運営審議会 新郷東小学校 学校保健課

14:15 川口市教育委員会研究委嘱発表会
鳩ヶ谷小学校・桜町小学校

・鳩ヶ谷中学校 指導課

14 土 川口の図工美術まなび展（～1/23）
アートギャラリー

アトリア
指導課

9:30 埼玉県スポーツ推進委員協議会第２回研修会 東スポーツセンター スポーツ課

15 日

令和８年２月 行事予定表
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教育長報告（１）



日 曜日 時間 行事等 場所 主管課・機関

令和８年２月 行事予定表

16 月 9:00 高校入試願書受付（～1/17） 市立高等学校 市立高等学校

17 火 13:00 川口市教育委員会研究委嘱発表会 朝日東小学校 指導課

18 水 9:00 高校入試志願先変更受付（～1/19） 市立高等学校 市立高等学校

19 木 10:00 市立学校長会議 オンライン(2503会議室) 学務課

15:00 学校経営研修会 2601会議室 指導課

20 金 10:00 令和８年度第２回文化財保護審議会 2601B会議室 文化財課

15:30 教育委員会定例会 教育委員会室 教育総務課

21 土

22 日

23 月 天皇誕生日

24 火

25 水 科学館休館日（館内整理日） 科学館 科学館

26 木 県公立高等学校入学者選抜　学力検査

8:45 高校入試学力検査 市立高等学校 市立高等学校

27 金 県公立高等学校入学者選抜　実技検査・面接

8:45 高校入試面接 市立高等学校 市立高等学校

28 土

29 日

30 月

31 火
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１２月市議会定例会の概要について 

 

 

 

 

 

 

川 口 市 教 育 委 員 会 
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教育長報告（２）



                                  教育政策室 

令和７年１２月市議会定例会 

一般質問質疑応答概要                （教育政策室） 

＜質問概要＞ 

 

若谷 正巳 議員（自民） 

 

８ 小中学校の適正規模・適正配置に

ついて 

(1) 行程の加速化について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 基本方針の改定について 

 

 

 

 

 

＜答弁概要＞ 

 

 

 

 

（教育長） 

Ａ 小中学校の適正規模・適正配置にあたっ

ては、統廃合等を含めた適正規模・適正配置

の基準を定め、その後、基準に基づく再編計

画及び対象となる地域の具体的な計画の作

成が必要であり、現行の小中学校適正規模適

正配置基本方針の基準等を改定することが、

本市の学校再編の第一歩となる。 

 行程の加速化に向けた検討については、局

内の委員会において現在の進捗状況や関連

計画との連動等を加味しながら、当初計画の

とおり令和８年３月に基本方針改定版を公

表した後、令和１０年３月に予定している市

内全体の学校再編計画の公表を半年早め、令

和９年９月に公表するよう見直した。 

 加えて、学校再編計画の公表後、速やかに

地域協議を開始し、令和１３年に予定してい

る学校再編の開始時期を、令和１２年４月に

早められるよう取り組みを加速化させる考

えである。 

 

（教育長） 

Ａ 本市では、学校規模の基準や統廃合等の

進め方を示した小中学校適正規模適正配置

基本方針を平成２４年２月に策定し、社会情

勢や教育施策の変化に伴い、令和２年３月に

改定を行った経緯がある。 

２度目となる今回の改定については、人口
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９ 部活動の地域展開と教員の関わ

り方について 

(1) 部活動の意義及び地域クラブ活

動推進の必要性について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

減少と少子化のさらなる進行に加え、学校施

設の更新等が課題となる中、今後の学校再編

を見据えた上で、新たな基準の設定や現行の

統廃合等を検討するための基準を見直して

いくことが重要な視点と捉えている。 

また、改定の内容として、義務教育９年間

を一貫して学ぶ義務教育学校の設置や公共

施設との複合化に向けた考え方等も盛り込

み、子どもたちにとってよりよい教育環境の

提供を最優先とした学校再編の方向性を示

すことができるよう検討を進めているとこ

ろである。 

 

 

（市長） 

Ａ 部活動は、学校教育が目指す資質・能力

の育成に資するものであり、技能の習得や向

上のみならず、異なる学年の生徒との交流の

中で、礼儀や責任感などを学ぶことのでき

る、生徒の人格形成にとって意義ある教育活

動であると捉えている。 

 一方で、市内中学校の部活動数は、少子化

の影響を受け、近年減少傾向にあり、生徒の

文化芸術活動やスポーツに親しむ機会は、

徐々に失われつつある。 

 こうした中、部活動は、中学校教員の多く

が勤務時間外である休日にも指導にあたり、

中には複数の部活動の顧問を掛け持ちする

など、教員の献身的な努力によって支えられ

ている現状にある。 

本来、学び舎であり、学力向上に最重点を

置くべき学校において、教員が、授業の準備

や子どもたちと向き合う時間を確保し、学校

教育の質の維持向上を図るとともに、近年増

加傾向にある外国籍児童生徒や不登校児童

生徒への対応など、教員が取り組まなければ

-5-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 部活動に対する教員の意識につ

いて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０ 学校施設開放事業の見直しに

ついて 

(1) 検討の経緯について 

 

 

 

 

 

 

 

 

ならない学校教育活動を、より充実させてい

くためには、教員の負担軽減は必要不可欠と

考えている。 

部活動の地域展開は、指導を望む教員と、

地域の指導者が一体となって子供達の活動

を継続的に支えることができ、教員の負担軽

減にもつながる有意義な取り組みであるこ

とから、大変重要かつ速やかに進めるべきも

のであると考えている。 

 

（学校教育部長） 

Ａ 令和６年度に実施した、部活動地域移行

に関する中学校教員へのアンケート調査結

果では、６１％が「部活動の顧問としてやり

がいや楽しさを感じている」と回答したが、

５１％が「今後は休日の部活動を指導したく

ない」と回答しており、部活動が教員にとっ

て大きな負担になっていることが明らかに

なった。 

 一方で、３０％が「今後も休日に部活動指

導をしたい」、２３％が「地域クラブでの指

導を希望する」と回答しており、教員が、地

域クラブ活動における指導者として貴重な

人材となり得ることも改めて確認できた。 

 

 

（副教育長） 

Ａ 学校の施設は、社会教育法上、学校教育

上支障がないと認める限り、社会教育のため

の利用に供するよう努めることとされてお

り、一般市民の利用については、これまで学

校長の判断のもと、子どもたちのスポーツ・

文化芸術に親しむ活動や地域活動等に寄与

する団体等に対し、無料で利用してきたとこ

ろである。 

一方で、利用者の健康面での安全性を向上
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(2) 影響と対応について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（要望） 

 今後も、より公平公正で安定的に事

業の運用がなされるよう取り組んで

いただきたい。 

 

 

板橋 博美 議員（共産） 

 

７ 教育の機会が保障される環境を 

(1) 川口市立高等学校定時制課程の

生徒募集停止をやめ新入生の募集を

継続すること 

 

させることは、必要不可欠であることに加

え、学校施設の統一的な利用制度の構築が求

められていること、更には、近年の急激な物

価高騰や施設の維持管理費等も高騰してき

ていることから、使用料を徴収したうえで、

より公平公正で安定的な施設の運営を図る

ものとするものである。 

 

（副教育長） 

Ａ 新たな学校施設開放事業については、学

校の施設を安全・安心に利用してもらうた

め、中学校体育館の空調設備の利用も含め、

すべての小・中学校で統一的な仕組みを構築

するものである。 

このうち、当該事業の安定的な運用を図る

ための使用料の算定については、本市のスポ

ーツ施設や公民館の使用料を参考に設定す

ることにより、市内の他の施設との均衡も図

られるものである。 

加えて、申請システムの導入などを想定し

ており、利用者の皆様の利便性の向上にも資

するものとしていく考えである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（学校教育部長） 

Ａ 川口市立高等学校定時制課程について

は、開校以来、定員に対して生徒数が下回り

続けていることなどから、総合学科としての

教育を行うことが難しくなり、本来の趣旨が
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坂本 だいすけ 議員（青嵐） 

 

２ 部活動の地域展開（地域移行）に

ついて 

(1) 地域展開を進める理由は何か 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 財源や人材など実効性の確保の

見通しはあるのか 

 

 

 

十分果たせていない状況となっている。 

こうしたことから、教育局内で研究する一

方で、本市総合教育会議等において、今後の

在り方などについて、慎重に検証、検討がな

され、その結果として、学校運営のあるべき

姿を総合的に勘案し、令和８年度からの生徒

募集を停止することとしたものである。 

今後も、多様な中学生の進路指導について

は、それぞれの将来を見据え、一人一人の適

性に応じ、寄り添った対応を継続していく。 

 

 

 

 

 

（教育長） 

Ａ 本市では、昨今の少子化に伴い、部活動

数が年々減少するとともに、部員不足によ

り、合同チームで大会に出場する学校が増加

している。 

また、生徒対象のアンケート調査では、生

徒の活動したい種目は２８２種類に及び、現

在の部活動という枠組みでは、生徒の望む活

動を実現することは困難な状況もある。 

 部活動の地域展開は、今後更なる少子化が

進む中でも、既存の地域クラブ等の団体や、

指導を望む教員の力を借りながら、子どもた

ちが自分のやりたい活動に継続的して参加

できるよう、進めるものである。 

 

（学校教育部長） 

Ａ 財源については、受益者負担と国・県・

市による公費負担、さらには企業協賛等も視

野に入れながら、確保を進めていく。 

 また、人材については、兼業による指導を

望む教員や、生徒の受け入れに協力してくれ
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(3) 恒久的に続く人材の育成をどう

進めていくのか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 拙速に進める理由は何か 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る地域クラブ等団体の指導者を見込んでお

り、この他にも、広く人材の確保を行うため

に、人材バンク制度の構築に取り組んでい

く。 

 

（学校教育部長） 

Ａ 今後、地域クラブ活動を統括する組織を

設立する予定であり、指導にあたる人材に対

しては、当該組織による研修を教育委員会と

連携して実施することを考えている。 

加えて、各競技種目・分野の専門的な指導

者資格の取得を関連組織にうながして推進

に努める一方で、市独自の指導者資格制度の

構築も検討するなど、安全・安心な活動が展

開できるよう、人材の育成に取り組んでい

く。 

 

（教育長） 

Ａ 部活動の地域展開は、将来を見据えて全

国的に進められている事業であり、文部科学

省の調査によると、令和６年度時点で、全国

の約２割の部活動がすでに地域クラブ活動

として展開され、本市のみ他自治体に先行し

て実施しているものではない。 

本市においては、当初より、国・県の方針

に則り、令和４年度に推進協議会を立ち上

げ、継続的に協議を重ね、令和５年度から部

活動の任意加入、令和６年度からモデル事業

を開始するなど、段階的に準備を進めてき

た。 

また、先行して展開している上尾市や新座

市に加え、本市と同時期に展開する戸田市を

含め、県南部地区の近隣自治体と常に連携を

しながら進めているところである。 
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(5) 子供達や保護者の不安に対して

どう受け止めるのか 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 活動の出来ない子供達の対応は 

・経済的な理由で活動できない子供達

への対応はどう考えているか 

 

 

 

 

 

 

（再質問） 

２(1)について、 生徒アンケートの

２８２種類の種目は多く、地域でも指

導者の確保や配置する労力、場所の確

保、予算などが困難ではないか。裏付

けはあるのか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（学校教育部長） 

Ａ 子供達や保護者への対応については、各

学校を通じてその周知に努める一方で、アン

ケート調査やタウンミーティングに加え、モ

デル事業の検証等を通して、何を不安に感じ

ているのかなどをしっかりと受け止めた上

で、安心して令和９年９月を迎えることがで

きるよう、引き続き諸課題への対応を具体的

に行い、準備を進めていく。 

 

（学校教育部長） 

Ａ 平日の活動については、今後も各学校の

実情に応じて学校部活動を実施し、どの生徒

も活動に参加できる体制を継続する。 

休日の地域クラブ活動については、経済的

に困窮する世帯に対して、参加するための一

定の支援が必要であると考えており、その内

容については、今後、国が示す支援額等の目

安を参考に、引き続き協議、検討していく。 

 

（教育長） 

Ａ このアンケート調査は、実際に設置する

クラブを決定するためのものではなく、生徒

のニーズを把握することを目的に実施した

ものであり、ニーズが非常に多様化している

ことが明らかになった。 

一方で、市内各中学校における部活動の設

置種目は、平均約１３種類であるところ、本

年度、関連団体に実施したアンケート調査の

結果では、生徒の活動に協力可能な種目は７

１種類あることから、より多様な選択肢が期

待できるものと考えている。 
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（再質問） 

２(4)について、国の動向を引き続

き注視し、進めることが子どもたちや

保護者のためになると考える。このよ

うな実態から、一呼吸おいてしっかり

見通しがついてからじっくり考える

べきではないか。 

 

 

 

 

 

 

 

３ 外国人の日本語指導と他の指導

について 

(5) 就学時の対応について 

・学校に入る前に「日本の学校とは」

ということを児童生徒も保護者も学

ぶ場が必要ではないか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 川口市立高等学校附属中学校に

ついて 

(1) 募集対象拡大の意図は何か 

・募集範囲を拡大した意図は何か 

 

（教育長） 

Ａ 生徒のニーズが多様化していることに

加え、休日の指導を望む教員がいる反面、家

庭の事情などにより難しい教員がいる現状

もある。 

このような状況を受け、引き続き生徒の活

動の場を確保するためには、可能な限り早期

に部活動改革に着手し、令和１３年度までの

改革実行期間に、市が認定する地域クラブの

数を更に増やしていくなど、時間をかけて段

階を追った丁寧な対応をしたいと考えてい

る。 

 

 

 

（学校教育部長） 

Ａ 来日間もない外国籍児童生徒やその保

護者が、学校に編入した当初において、生活

環境の変化に戸惑い、日本の文化や教育など

を理解しづらい状況にあることは認識して

いる。また、児童生徒や家庭によって状況が

異なることから、学校における支援をどのよ

うに行っていくかが課題となっている。こう

したことから、日本語指導を必要とする児童

生徒の多い小中学校に対して、現状について

聴き取りを行い、就学時も含めた統一的な対

応の構築が急務であると考えている。 

今後も、関連する学校の意見を参考にしな

がら、児童生徒が学校生活を円滑に始められ

るよう、検討していく。 

 

 

（学校教育部長） 

Ａ 附属中学校生の進学先である川口市立

高等学校では、県内全域からの募集を行い、

全県の様々な地域で育った生徒が共に活動
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(2) 募集人員はどのように考えてい

るのか 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 市民への説明はどのようにして

いるのか 

・市外への流出の歯止めにならないこ

とを市民へどう説明するのか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

する中で、多様な人間関係を築いている。 

また、関東地区の政令市を除く区立・市立

の中高一貫校において、市外からの受験を認

めていないのは、本市の附属中学校のみであ

る。 

こうしたことから、中高一貫６年間を同一

集団で学ぶ附属中学校生の学校生活の充実

を鑑みた場合、より幅広い人間関係の中で切

磋琢磨することで、学習意欲の向上などの効

果が期待できることから、募集区域を拡大し

たものである。 

 

（学校教育部長） 

Ａ 募集人員については、８０名から１１０

名へと増員した。 

このことにより、クラス数増加に伴う教員

の配当人数が増員され、非常勤講師に頼ら

ず、配当された教員によって全ての教科の授

業が実施可能となるなど、学校の教育力向上

において大きな効果があるものと捉えてい

る。 

 

（学校教育部長） 

Ａ 附属中学校の入学者選考における変更

点等については、学校ホームページでの周知

や、複数回の学校説明会、募集要項説明会を

通して、児童・保護者へ丁寧に説明を行って

きた。 

また、入学者選考においては市内在住の志

願者に対して一定の優先枠が設定されてい

ることから、市内在住の生徒数が必ずしも減

少するものではないと見込んでいる。 

今後も、市民のニーズに応えるとともに、

質の高い教育活動を展開し、その成果を、授

業研究会や研修等を通じて市内の小中学校

に還元することで、リーディング校としての
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（再質問） 

６(1)について、 中高一貫校は市外

からの受験を認めなければいけない

規定があるのか。県内全域に募集拡大

を図ることは市民のニーズや期待に

逆行するのではないか。 

 

 

 

杉本 佳代 議員（自民） 

 

１３ 施設マネジメントと統廃合に

ついて 

(1) 本市の学校数の状況と適正規

模・適正配置の進捗 

・面積あたりの公立学校数の他市との

比較と検討の進捗について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 義務教育学校という選択肢につ

いて 

役割を果たすことができるよう、学校運営や

教育活動を支援していく。 

 

（学校教育部長） 

Ａ 中高一貫校に関連する規程等に位置付

けはないが、教員は県の予算に基づく県費職

員であることに加え、高等学校の通学区域と

の整合性を図る観点からも、今回の募集人員

を増やすタイミングで、総合的に判断したも

のである。 

 

 

 

 

 

（教育長） 

Ａ 面積あたりの公立学校数については、本

市をはじめ年少人口が多い都市圏の自治体

ほど市の面積に対する学校数は多い傾向が

見られる。 

そのような中、本市については今後の児童

生徒数の推計等の観点から、学校数の整理が

必要であると判断し、適正規模・適正配置を

進めている状況である。 

また、適正規模・適正配置の進捗について

は、これまでの検討状況を踏まえ、令和８年

３月に基本方針を改定した後、学校再編計画

の公表は半年程度早めた令和９年９月を目

指すとともに、学校再編の開始時期を当初計

画から１年程度早め令和１２年４月から実

施できるよう取り組みを加速化させる考え

である。 

 

（学校教育部長） 

Ａ 義務教育学校の設置については、義務教

育９年間の系統性を確保した教育課程を編
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牛嶋 宏一 議員（公明） 

 

１１ 教育について 

(1) 部活動の地域展開に関する課題

と対応方針について 

ア 部活動とクラブチームの今後の

在り方について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成することにより、多様な人間関係の構築や

中１ギャップの解消などが期待できるもの

と捉え、本市が目指す学校の在り方や学校再

編の方向性の一つに加える必要があるもの

と認識している。 

そのため、今後の学校再編を見据え、現在

令和８年３月に公表を予定している適正規

模・適正配置基本方針改定版に、義務教育学

校の設置に向けた考え方や新たな基準を盛

り込む考えである。 

 

 

 

 

 

 

（教育長） 

Ａ これまで多くの部活動では、大会やコン

クール等で上位を目指すことを共通の目標

として活動が行われ、その過程で生徒の心身

の成長が図られてきた。 

一方で、今後地域クラブ活動を推進するこ

とで、これまでのような目標に加え、「レク

レーションとして楽しみながら活動する」こ

とや、「複数の種目に同時に参加する」など、

新たな価値観のもと、生徒が活動を選択する

幅を広げ、より多様な活動を通した自己実現

が可能となる。 

これらのことから、本市においては、令和

９年９月の新人戦終了後を目途に休日の部

活動を原則廃止し、地域クラブ活動として展

開する方針であり、部活動は平日の学校教育

活動として引き続き実施する予定である。 

また、休日の地域クラブ活動については、

市の支援する新たな地域クラブや、中学生の

活動に協力してくださる地域クラブ等の団
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イ 大会時の所属について 

・生徒が、部活動から出場するのか、

クラブから出場することになるのか 

 

 

 

 

ウ 平日と土日の環境変化の影響に

ついて 

・平日と休日の指導方針等環境変化の

影響についてどう考えているか 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ クラブチーム化への保護者の理

解促進について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

体により生徒の活動を支えていただくこと

になるが、より多様で充実した活動が実現で

きるよう、市が主体となって支えていく。 

 

（学校教育部長） 

Ａ 大会出場時の所属については、基本的に

は生徒自身が選択することとなるが、生徒が

不利益を被ることがないよう、今後、その規

程等について、中学校体育連盟や各競技の代

表者等と検討を進めていく。 

 

（学校教育部長） 

Ａ 休日の地域クラブ活動において、教員以

外のより専門的な指導者から指導を受ける

ことは、生徒の視野を広げ、有意義な活動に

つながるものと捉えている。 

 一方で、平日の部活動と同じ指導者から指

導を受けたいと考える生徒も一定数いるこ

とが見込まれることから、指導を望む教員が

指導の中心となる、新たなクラブの設立につ

いても、その必要性について検討を進めてい

るところである。 

 

（学校教育部長） 

Ａ 保護者をはじめとした市民への周知・理

解促進として、１１月に、本市の今後の方向

性をまとめた保護者用リーフレットを配布

し、今後、市内各中学校で実施される新入生

保護者説明会において、リーフレットの解説

動画を上映する予定である。 

また、本年度より、市民向けの説明会とし

て、オンライン参加も可能な「地域ミーティ

ング」を定期的に開催し、更なる理解促進を

進めているところである。 
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オ クラブチーム化による教員の働

き方改革へ与える影響について 

 

 

 

 

 

カ 教員が監督を務める場合の教育

委員会の責任と指導体制について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幡野 茂 議員（公明） 

 

５ 公立小中学校の水泳授業につい

て 

(4) 今後の方向性について 

・民間プール施設の活用、学校間の協

同利用など、本市水泳授業の今後の方

向性について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（学校教育部長） 

Ａ 休日の地域クラブ活動においては、教員

も指導者として見込んでいるが、あくまで指

導を希望する者のみとすることから、教員の

やりがいと負担軽減の両立につながるもの

と考えている。 

 

（学校教育部長） 

Ａ 教員が地域クラブの指導者として指導

にあたる場合、所属する地域クラブや、地域

クラブを統括する組織の責任・指導の元、一

定の研修実施後に指導にあたる予定である。 

 一方で、教員には、学校の勤務時間以外で

も、身分上の義務、責任があり、教育委員会

にも管理責任が生じることから、統括組織の

研修内容や指導体制については、教育委員会

も連携していく。 

 

 

 

 

 

(市長) 

Ａ 私は、子どもたちが安全で楽しく水泳授

業に取り組めるよう、各学校のプール施設を

状況に応じて、積極的に改築、設置してきた。

一方で、昨今の水泳の授業や学校プール施設

を取り巻く現状から、これまでの１学校１プ

ールを継続することは難しいのではないか

と考えているところである。 

また、水泳の授業についても、自校プール

が使用できない場合には、議員指摘の民間の

スイミングスクールを活用するなどの新し

い授業の形が考えられる中、全ての学校で同

じ手法による授業の実施は困難であるとい
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荻野 梓 議員（自民） 

 

７ みんなが集まる南平公民館・南平

文化会館について 

(2) 元郷小学校との合築の可能性に

ついて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

松浦 洋之 議員（自民） 

 

１ 教育について 

(3) 部活動の地域展開について 

・進捗状況と本市の考えは 

 

う考えも持っている。 

私は、どのように水泳の授業を実施するこ

とが、子どもたちにとって最適なのか、また、

どのようにプール施設を整備、活用していく

べきかを、短期、中長期的で多角的な視点を

もち、総合的に勘案し、川口市に合った水泳

授業及び施設の在り方について、教育委員会

とともに、引き続き検討していく。 

 

 

 

 

 

（市長） 

Ａ 小中学校と公共施設との合築について

は、平成２９年に幸町小学校と幸栄公民館を

初めて複合化し、学校と地域を結ぶ架け橋と

して広く利用されているところである。 

少子高齢化がさらに進む本市にとって、学

校と公民館などの複合施設は、将来的な公共

施設の在り方の一つであると考えている。 

元郷小学校を含めた対象となり得る施設

については、現在、教育委員会で小中学校の

適正規模・適正配置の検討を進めていること

から、将来的な人口推計や施設の状況などを

踏まえながら、総合的に判断できるよう、引

き続き教育委員会とともに検討を重ねてい

く。 

 

 

 

 

（学校教育部長） 

Ａ 本市における地域クラブ活動の推進は、

令和９年９月を目途に、休日の活動を地域で

展開するべく取り組んでおり、受け皿となる
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菅野 静華 議員（青嵐） 

 

２ 部活動の地域との連携について 

(1) 責任主体としての教育委員会の

役割について 

・地域展開が進んでも、指導者の最終

的な責任は、教育委員会が負うという

原則を一貫して堅持するのか 

 

 

 

 

 

(2) 現場の判断を尊重した柔軟な運

用について 

・休日の部活動について、学校が現行

のままの部活動運営を希望した場合、

地域展開を強制しない柔軟な運用を

認めるのか。 

 

 

団体の確保やモデル事業の実施など、具体的

な準備を進めているところである。 

 この取組は、単に部活動を廃止して地域に

任せようとするものではなく、今後の少子化

の進展に伴い、部活動を維持することが困難

になっても、子ども達が地域で自分のやりた

い活動ができるようにするとともに、指導を

望む教員の活動についても併せて仕組を構

築するものである。 

 今後も、教員のやりがいと負担軽減を両立

し、子ども、教員、そして地域全体が、笑顔

と活気にあふれる活動となるよう、着実に推

進していく。 

 

 

 

 

（学校教育部長） 

Ａ 地域クラブ活動における指導について

は、活動単位である各地域クラブや、地域ク

ラブを統括する組織の責任の下、実施される

ものである。 

 しかしながら、教員には学校の勤務時間以

外においても、身分上の義務、責任があるこ

とから、教員の総合的な管理責任は、教育委

員会にもあるものである。 

 

（学校教育部長） 

Ａ 部活動の地域展開は、生徒が地域でスポ

ーツや文化芸術活動に継続的に親しむ機会

を確保するとともに、教員の負担軽減にも資

する取り組みである。 

生徒のより幅広い活動の実現と、教員の心

身の健康を守る視点からも、勤務時間外にあ

たる休日の部活動については、令和９年９月

を目途に、市内全ての中学校において原則廃
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（再質問） 

２(2)について、本市は令和９年９

月の一律移行をどのように位置付け

ているのか。学校の状況や部活動の成

熟度に応じた調整を、どのような考え

方で進めていくのか、その方針を聞か

せてほしい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

止し、地域クラブ活動への展開を進めてい

く。 

 

（学校教育部長） 

Ａ 令和９年９月を目途に休日の地域クラ

ブ活動を推進することは、本市の全ての生徒

に、地域における継続的な活動機会を公平に

確保することを目的としていることから、原

則、市内で統一して進めることとしている。 
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                                  教育総務部 

令和７年１２月市議会定例会 

一般質問質疑応答概要                （教育総務課） 

＜質問概要＞ 

 

坂本 だいすけ 議員（青嵐） 

 

７ 市内小中学校のトイレ等の修繕

について 

(1) 洋式トイレ設置の進捗率は 

・小中学校の過去３年間の進捗率 

 

 

 

 

 

 

(2) 市内小中学校のトイレの状況把

握と対応はどのようになっているの

か 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 改修工事が進まない理由は 

・トイレの改修工事が進まない理由 

 

 

 

 

 

 

＜答弁概要＞ 

 

 

 

 

（教育総務部長） 

Ａ トイレの洋式化率については、令和５年

度当初で、小学校５７．７％、中学校５８．

８％、令和６年度当初で、小学校５８．５％、

中学校５９．８％、令和７年度当初で、小学

校６２．６％、中学校６７．９％となってい

る。  

 

（教育総務部長） 

Ａ トイレの状況については、毎年各小中学

校に施設整備に関する要望の調査を実施し

ているほか、現況を確認するため直接学校に

赴くなど、日頃から学校と連絡を密にし、そ

の把握に努めている。 

 状況を確認した後、予算の範囲内で実施可

能な修繕であるか、改めて予算の確保が必要

となる改修工事であるか見極め対応してい

る。 

 

（教育総務部長） 

Ａ 学校施設については、校舎の長寿命化を

図るための屋上防水や外壁塗装、給排水設備

の工事などを同時に進めていること、また、

長期の休み期間を中心に工事を実施してい

ることから、小中学校一斉にトイレの改修工

事を進めることは難しい状況である。 
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(4) 学校施設のより良い環境づくり

について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 早急に改善する策は 

・トイレの改修工事を早急に進める策

は 

 

 

 

 

 

 

（要望） 

洋式トイレの設置率を１００％目

指していただきたい。 

 

 

 

 

 

（市長） 

Ａ 学校は、学びの場であるとともに、児童

生徒が１日の大半を過ごす生活の場である

ことから、学校における教育環境を強化する

必要性を強く感じ、市長就任直後の「川口の

元気づくり政策宣言３０」の中で、小中学校

の普通教室へのエアコン設置を掲げ、積極的

に整備してきた。 

併せて、全てのこどもが共に学び成長でき

る、誰もが過ごしやすい学校施設となるよう

スロープの設置やトイレの洋式化なども実

施してきた。 

 今後も、川口の宝であります児童生徒の学

習環境のさらなる充実を目指し、引き続き学

校施設の整備にスピード感を持って取り組

んでいく。トイレ以外の雨漏り等の修繕も早

急に取り組んでいく。 

 

（市長） 

Ａ 学校トイレの洋式化については、老朽化

した洋式トイレへの部分改修を実施し、その

数を増やしている。 

しかしながら、工事を進めるためには、財

源確保が必要であることから、国の地方に対

する財政措置や補助金制度を活用できるよ

う、また、活用できなくても一般会計からも

くりだすなどの対応をしていく。 
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牛嶋 宏一 議員（公明） 

 

１１ 教育について 

(2) 中学校普通教室のエアコン清掃

について 

・市として専門業者に委託し、定期的

な保守点検をしてほしい。 

 

 

 

 

 

 

幡野 茂 議員（公明） 

 

５ 公立小中学校の水泳授業につい

て 

(1) 築３０年を超えるプール施設の

数について 

 

 

 

 

(2) プール施設の現状について 

イ 令和６年度の修繕及び工事費用

について 

 

 

 

 

 

ウ プール施設の更新費用について 

 

 

 

 

 

 

（教育総務部長） 

Ａ 中学校普通教室のエアコンについては、

リース契約で設置したが、契約の内容に清掃

が含まれていないことから、これまで学校要

望を受け、内部の洗浄やフィルター清掃な

ど、適宜対応してきた。 

今後は、フィルター清掃を含めた保守点検

を専門業者に委託することにより、エアコン

の適切な管理に努めていく。 

 

 

 

 

 

（教育総務部長） 

Ａ 小中学校のプールは、その多くが昭和４

０年代から５０年代にかけて建設されてお

り、築３０年を超えるプールについては小学

校が５２校中３５校、中学校が２７校中１９

校である。 

 

（教育総務部長） 

Ａ プールの修繕料については、小学校３１

校で約１，４１５万円、中学校１４校で約１，

０２０万円、工事費については、小学校６校

で約２億２，０００万円、中学校４校で約３

億９，０００万円である。 

 

（教育総務部長） 

Ａ 更新費用については、令和５年度から６

年度の２カ年で実施した芝東中学校では、実

施設計委託、解体工事、改築工事費用の合計

で約３億４，０００万円、同様に神根中学校

では、約２億８，０００万円である。 
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益田 みなみ 議員（自民） 

 

６ 教育について 

(5) 小中学校の普通教室におけるエ

アコンの維持管理について 

・エアコンがしっかり稼働できるよ

う、メンテナンス計画等を考えるべき 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（市長） 

Ａ 私は、就任直後、小中学校普通教室にエ

アコンを設置し、あわせて、機器の性能を維

持するためエアコン内部洗浄やフィルター

清掃、部品交換など、適宜対応してきた。 

 導入当時は３，０００教室すべてにエアコ

ンを設置したところであるが、年数が経てば

機能低下は当然である。しかしながら、議員

指摘のエアコンメンテナンスには財源確保

が必要であり、全校で定期的に実施すること

は非常に難しい状況である。 

今後は、定期的なフィルター清掃を含めた

保守点検を実施することで、エアコンを適切

に管理し、川口の子どもたちの良好な教育環

境が保たれるよう、一層取り組んでいく。 
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                                  教育総務部 

令和７年１２月市議会定例会 

一般質問質疑応答概要                （生涯学習課） 

＜質問概要＞ 

 

板橋 博美 議員（共産） 

 

７ 教育の機会が保障される環境を 

（3）地域住民の学びを保障する公民

館へ 

ア 社会教育を保障する公民館の使

用料は無料にすること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 社会教育主事の増員を 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜答弁概要＞ 

 

 

 

 

 

（教育総務部長） 

Ａ 使用料については、本市の「使用料・手

数料の見直しに関する基本方針」に示されて

いるとおり、「受益者負担の原則」に基づき、

行政サービスの提供に必要な経費について、

受益者にご負担いただくものである。 

公民館についても、光熱水費や修繕費な

ど、施設の維持管理に必要な経費があること

から、使用料を無料にすることは考えていな

い。 

 

（教育総務部長） 

Ａ 社会教育主事として配置するためには、

国の実施する資格講習の受講に加え、一定の

実務経験年数も必要であることから、育成に

多くの時間を要している。 

また、定期的に職員の異動もあることか

ら、資格取得者の確保には大変苦慮している

ところである。 

今後は、講習の受講者数を増やすなど、社

会教育主事の増員を図っていきたいと考え

ている。 
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杉本 佳代 議員（自民） 

 

１３ 施設マネジメントと統廃合に

ついて 

（3）今後の公民館等の統廃合につい

て 

・統廃合における経費削減について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

荻野 梓 議員（自民） 

 

７ みんなが集まる南平公民館・南平

文化会館について 

（3）木育を通じたこどもの学び・育

ちの充実と地域の賑わい創出につい

て 

イ 建替えに際しての木材利用の考

え方 

・南平公民館・南平文化会館の建て替

えの際、県産木材を利用することにつ

いて 

 

 

 

 

 

 

 

（市長） 

Ａ これまで私は、幸栄公民館と幸町小学

校、上青木公民館と上青木西保育所の複合化

や、西川口公民館と横曽根公民館の集約化な

どの事業を、国庫補助金や地方交付税措置の

ある市債を活用して実施することにより、財

政負担の軽減を図りながら、施設総量の適正

化を進めてきたところである。 

公民館等の統廃合については、人件費や維

持管理費が削減されるなど、効率的な運営に

資するものと考えることから、各施設の利用

状況や地域の人口動向など、総合的に勘案

し、これからの公民館等の適正配置につい

て、慎重に検討するよう担当部局に指示した

ところである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（教育総務部長） 

Ａ これまで建替えを行った領家公民館や

鳩ヶ谷公民館など、また、現在建設している

横曽根公民館においては、「川口市市有施設

の木造化・木質化等に関する方針」に基づき、

利用者に安らぎや、ぬくもりを感じていただ

けるよう、県産木材を利用している。 

南平公民館・南平文化会館においても、将

来建替えを行う際には、県産木材の利用に努

めていきたいと考えている。 
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池田 けい 議員（維新） 

 

６ 公民館の使用料改定と今後の在

り方について 

（1）利用率への影響に対する取り組

みについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（教育総務部長） 

Ａ 条例改正案における公民館の使用料は、

他の同規模の中核市などと比較しても、引き

続き低い水準を維持しており、利用率への影

響は限定的なものであると考えている。 

公民館は、地域の交流や誰もが気軽に集え

る学習の場として重要な役割を果たしてい

ることから、今後も公民館事業の積極的な情

報発信やオンライン講座の充実を図り、若年

層や現役世代の方々を含めた新たな利用者

の確保に努めるなど、利用率の向上に取り組

んでいく。 
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                                  教育総務部 

令和７年１２月市議会定例会 

一般質問質疑応答概要                 （文化財課） 

＜質問概要＞ 

 

芝﨑 正太 議員（公明） 

 

３ 平凡な日常の平和への感謝につ

いてについて 

(1)寄贈を受けた１６ミリフィルムの 

活用について 

・１６ミリフィルムを記録の伝承とし

て公開する事について 

 

 

 

 

 

 

 

杉本 佳代 議員（自民） 

 

４ 関東の拠点 武州赤山 

(1) 赤山陣屋開設４００周年イベント 

の支援を 

・地域の関係者が主催するイベントへ 

川口市も協力してはいかがか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜答弁概要＞ 

 

 

 

 

（教育総務部長） 

Ａ 寄贈を受けた１６ミリフィルムは、手榴

弾の製造過程を記録した音声のない映像の

みのフィルムで、女性が手榴弾の検品作業を

する様子などが記録されている。これは、一

般の人々も戦争に関わらざるを得なかった、

昭和７年当時の川口市の状況を示す資料と

して貴重なものである。 

今後、フィルムの公開などその活用につい

ては、工場関係者に確認の上、検討していく。 

 

 

 

 

（教育総務部長） 

Ａ 伊奈氏は、江戸幕府の関八州代官頭とし

て、江戸時代初期から中期にかけて、赤山陣

屋を拠点に治水工事により人々を水害から

守るとともに、新田開発の推進により米の収

穫高を上げたほか、街道整備、千住大橋や両

国橋建設等の大事業を行い、現在の関東発展

の礎を築いた、郷土を代表する一族である。 

 この伊奈氏が拠点を築いた赤山陣屋開設

４００周年に向けたイベント等に対しては、

市としてどのような支援ができるのか、地域

の関係者の方々と協議しながら検討してい

く。 
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(2) 赤山陣屋跡に博物館を 

・今後の博物館構想をどうすべきと考

えるか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 新井宿駅前茅葺屋根民家の移築

について 

・新井宿駅前の茅葺屋根の民家を何ら

かの方法で残すことはできないか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（市長） 

Ａ 川口市の博物館については、昭和６３年

に郷土資料館開設準備会議からの提言を受

け、平成３年に策定された「赤山城陣屋跡整

備基本構想」において、同地に博物館と歴史

公園を建設する構想となっている。 

現在、本市の歴史や文化財等の保存・活用

を担う、文化財センター「郷土資料館」は、

老朽化が進み、バリアフリーにも対応してお

らず、保管場所が少ないなどの課題があるこ

とから、まずは、当施設の更新が必要である

と考えている。 

博物館は、郷土愛を育み、川口の文化や産

業遺産を紹介することで、地域の魅力を発信

する拠点にもなることから、今後の博物館構

想については、赤山歴史自然公園内にある

「歴史自然資料館」の在り方も含め、改めて

検討していく。 

 

（教育総務部長） 

Ａ 議員指摘の民家については、茅葺き屋根

を残す伝統的な建物であることから、令和５

年に本市の文化財保護審議会委員に依頼し、

調査を行っている。 

 調査の結果、この民家は明治７年に建てら

れ、外観は古民家の趣は残すものの、基礎や

部材、建具等は平成に入り改修を行っている

ことがわかり、本市の文化財としての指定に

は至らなかった。 

 このことから、移築などによる保存は難し

いものと考えているが、調査記録の公開など

により、民家の歴史を後世に残す方法につい

て検討していく。 
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１１ 重要文化財旧田中家住宅の耐震

化工事の概要について 

・旧田中家住宅の耐震化に係るこれま

での予算と、耐震化に要する事業費の

概要・整備手法など今後の予定につい

て 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（要望） 

 重要文化財に指定されていること

から、しっかりと管理していくことを

要望する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（教育総務部長） 

Ａ 耐震補強に係る費用につきましては、こ

れまでに約３億６，０００万円、今後さらに、

約３３億円の支出を見込み、国庫補助金とし

て総額約１２億円を受け入れる予定である。 

整備の手法については、文化財としての価

値を棄損しないよう、経年劣化箇所の復旧や

部材の交換、屋根の荷重軽減の工事などのほ

か、増改築を重ねて複雑な構造となった建物

の一部は、解体後、既存の部材を生かして再

建築する予定である。 

そのため工事には時間を要し、着工から約

１０年を見込んでいる。旧田中家住宅は本市

で唯一の国指定重要文化財であり、市民の皆

様の貴重な財産であることから、引続き適切

に保存していく。 
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                                  教育総務部 

令和７年１２月市議会定例会 

一般質問質疑応答概要                （中央図書館） 

＜質問概要＞ 

 

芝﨑 正太 議員（公明） 

 

４ 川口市立映像・情報メディアセン

ターの将来ビジョンについて 

・施設の貸出し以外を直営にするな

ど、将来の活用方法を検討すべきでは

ないか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

益田 みなみ 議員（自民） 

 

１ 子どもたちが過ごしやすい図書

館を目指すことについて 

・親子や子どもたちが気兼ねなく来館

できる図書館を 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜答弁概要＞ 

 

 

（教育総務部長） 

Ａ 平成１８年度に開設した映像・情報メデ

ィアセンターは、平成２１年度から指定管理

者制度を導入し、施設の貸出しのほか民間事

業者の特性を活かした特色ある事業を実施

している。 

 議員提案の直営とすることについては、映

像や情報に特化した事業の実施や、映像音響

機器についての専門的知識を有する職員の

確保など、課題があるものと考えているが、

利用状況や市民ニーズなどを踏まえ、運営方

法も含めた施設のあり方について総合的に

検討していきたい。 

 

 

 

（市長） 

Ａ 私は、近年、情報化社会の進展により、

子どもたちの生活環境にいろいろな変化が

もたらされ、子どもの読書離れが進んでいる

ことを大変憂慮していることから、子どもた

ちと保護者が気軽に市内の図書館を利用で

きるよう、読書環境の整備と読書意欲を向上

させる施策を推進しているところである。 

 議員指摘のとおり、図書館の利用上のマナ

ーをお願いするにあたり、誤解を招くような

表現があり、来館を躊躇してしまう方がいた

ものと考えている。 

 このことから、今後は市ホームページや館

内掲示のほか、親子で来館された方に直接声
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をかけることなどにより、わかりやすくご案

内を行うとともに、他市の先進事例を参考に

しながら、子どもたちが過ごしやすい図書館

となるよう、より良い朗読環境の整備に取り

組んでいく。 
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                                  教育総務部 

令和７年１２月市議会定例会 

一般質問質疑応答概要                （スポーツ課） 

＜質問概要＞ 

 

杉本 佳代 議員（自民） 

 

１４ （仮称）神根総合運動公園の事

業区域について  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

牛嶋 宏一 議員（公明） 

 

１２  (仮称)神根総合運動公園の整

備について  

（1） 工事の進捗と完成時期について 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜答弁概要＞ 

 

 

（市長） 

Ａ （仮称）神根総合運動公園は、従来の    

北スポーツセンター及び神根運動場の区域

を中心に、１６.３へクタールを事業区域と

して整備を進めている。 

北中学校の移転も含めた事業区域の拡張

については、現在、市内小中学校の適正規

模・適正配置の検討も進められているところ

であり、今後の学校再編に併せて検討するも

のと考えているところである。 

こうした状況を踏まえ、まずは、令和９年

７月の埼玉県屋内５０メートル水泳場と併

せた全体供用開始を目指し、現在の事業区域

での整備を確実に進めていきたいと考えて

いる。 

 

 

 

 

 

（教育総務部長） 

Ａ 本市が進めている、北スポーツセンター

及び神根西公民館の改築工事については、建

物の杭打ち工事が完了し、まもなく地上部分

の工事に着手するところであり、屋外運動施

設についても、雨水貯留施設整備工事をはじ

め、園路整備工事等、順調に進んでいるとこ

ろである。 

引き続き、令和９年７月の埼玉県屋内５０

メートル水泳場と併せた全体供用開始を目
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(2)  賑わいの創出について 

ア 敷地内の賑わい創出について 

・スポーツイベントに合わせた賑わい

の創出について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今田 真美 議員（新風） 

 

４ トイレ数の男女格差是正にむけ

た配慮について 

・スポーツセンター、公民館、学校な

どにおける男女の利用状況を踏まえ

た配慮について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指して整備を進めていきたいと考えている。 

 

（市長） 

Ａ 埼玉県屋内５０メートル水泳場で開催

される大規模大会では、全国から多くの選手

や関係者が来場されることが想定される。 

本市としては、（仮称）神根総合運動公園

内でのキッチンカー出店など、大会主催者等

からの要望に応じることができるよう、手続

き等について、現在、検討しているところで

ある。 

今後は、大会の開催に併せた賑わいの創出

が可能となるよう、埼玉県や関係機関と協議

を進めていきたいと考えている。 

 

 

 

（市長） 

Ａ 私はこれまで、避難所機能の強化や衛生

面の観点から、マンホールトイレの整備や学

校施設のトイレを洋式化するなど、トイレ環

境の整備に取り組んできた。  

議員指摘の女子トイレの便器数が少ない

ことにより、トイレの待ち時間など、男女で

利用環境の格差が生じていることは認識し

ているところである。 

現在、建設中の北スポーツセンターについ

ては、施設の規模や利用形態を考慮し、基準

よりも多くのトイレを設置し、女性トイレの

洗面台を、男性トイレより多く設置するな

ど、実情に配慮した設計を行なったところで

ある。今後、スポーツセンター、公民館、学

校などの建替えの際には、施設の用途や規

模、利用形態等に応じたトイレの設置につい

て配慮していきたいと考えている。 
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                                  学校教育部 

令和７年１２月市議会定例会 

一般質問質疑応答概要                  （庶務課） 

＜質問概要＞ 

 

芝﨑 正太 議員（公明） 

 

１１ 奨学金の返済について 

・滞納者への初期段階のアプローチの

工夫や伴走型で返済を推進すること

についての本市の考え 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

牛嶋 宏一 議員（公明） 

 

３ 多文化共生について 

(2) 外国人への日本語教育支援につ

いて 

イ 学校における日本語翻訳機の導

入について 

・中学校に学校配当予算があるにもか

＜答弁概要＞ 

 

 

（市長） 

Ａ 奨学金制度については、経済的理由や 

家庭の事情等で進学が困難な子どもたちの

修学機会の確保に限らず、将来の経済的自立

という側面もあると認識している。  

私は、川口市の若い世代のみなさんに対し

て、奨学金を活用して安心して学べる環境を

整えることは、卒業後に地域で活躍できる人

材を育成することにも繋がり、地域経済の活

力にも影響を及ぼすものであると考えて 

いる。  

奨学金の返済は長期間となることから、奨

学金利用者それぞれの実情に応じ、返済開始

時期の猶予や、返済期限の延期など、柔軟に

対応をしている。返済をしなくてよいとは考

えていない。 

引き続き、子どもたちが未来に希望をもっ

て活躍できる地域社会の実現に向けて、継続

的な支援に取り組んでいく。 

 

 

 

 

 

 

 

（市長） 

Ａ 本市は、外国人住民が多く、学校におい

ても、多様な言語的背景を持つ児童生徒や、

その保護者との円滑な意思疎通が課題とな
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かわらず、教員が自己負担で購入して

いるケースが見られる状況を踏まえ

た市としての考え 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幡野 茂 議員（公明） 

 

５ 公立小中学校の水泳授業につい

て 

(2) プール施設の現状について 

ア １校当たりの年間経常経費につ

いて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

っている。 

本市では、さまざまな児童生徒が安心して

通学できる環境を整えるため、日本語翻訳機

を含む必要な備品の購入を進めている。 

私は、教育上必要な備品等については、公

費による購入が原則であると認識しており、

日本語翻訳機の購入の際にも、学校配当予算

を活用するよう教育委員会を通じて各学校

に周知するとともに、必要な台数の購入が困

難な場合には、学校の要望を真摯に受け止

め、必要性に応じた支援を行っている。 

今後も、本市の教育環境が言語的背景を問

わず、全ての児童生徒にとって安心して学べ

る場所となるよう、学校への支援に取り組ん

でいく。 

 

 

 

 

 

 

（学校教育部長） 

Ａ 上下水道料金に加え、プールの水質を安

定させるために使用する消毒剤、水質検査お

よび浄化装置の保守点検にかかる費用を合

算し、１校当たりの経費を試算したところ、

令和６年度の実績では、小中学校１校当たり

約９３万円となっている。 
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                                  学校教育部 

令和７年１２月市議会定例会 

一般質問質疑応答概要                  （学務課） 

＜質問概要＞ 

 

芝﨑 正太 議員（公明） 

 

２ 川口市で働きたいと思える環境

整備について 

(2) 教職員職場環境の改善の取り組

みについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

坂本 だいすけ 議員（青嵐） 

 

３ 外国人の日本語指導と他の指導

について 

(4) 教員の配置について 

・教育研究所に日本語指導担当教員を

まとめて設置して日本度指導を徹底

して行ってから各学校に子どもたち

を送り出すことについて 

 

＜答弁概要＞ 

 

 

 

 

（教育長） 

Ａ これまで、本市の「学校における働き方

改革の基本方針」に基づき、教職員の負担軽

減やワーク・ライフ・バランスの改善を図り、

子どもたちと向き合う時間の確保に努めて

きた。 

 教職員の多忙化の一因として、本来、家庭

や地域が行うべきことについて学校が抱え

込んでしまっているとの指摘もある。今後

は、中央教育審議会が示している「学校・教

師が担う業務に係る３分類」に則り、地域・

保護者による立哨指導や部活動改革、スクー

ルサポートスタッフの効果的な活用などを

推進することで、働きやすさと働きがいのあ

る環境を整え、より一層児童生徒と向き合う

時間や自己研鑽の時間を確保していく。 

 

 

 

 

 

（学校教育部長） 

Ａ 日本語指導教員は、日本語指導を必要と

する児童生徒数の基準に基づき、各学校へ配

置されることとなっている。 

現在、初歩的な日本語を学ぶ必要がある児

童生徒が増加していることから、今後は、日

本語初期指導教室の拠点校の段階的な設置
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益田 みなみ 議員（自民） 

 

６ 教育について 

(1) 市立幼稚園の在り方について 

ア 検討状況について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 今後の在るべき姿について 

・市立幼稚園の今後の在るべき姿につ

いて、どのような方向性を考えている

のか。 

 

 

 

 

 

 

 

に努め、より一層日本語の初期指導を徹底で

きる体制を構築していく。 

 

 

 

 

 

（教育長） 

Ａ 市立幼稚園の検討状況については、令和

７年１月に設置された川口市立小中学校在

り方審議会の中で、多くの委員から、統廃合

は不可欠との認識が示される一方で、特別な

支援を要する子どもへの対応など、様々な意

見をいただいたところである。また、本年１

０月には、市長が招集する川口市総合教育会

議において、少子化の進行や子育てニーズが

変化するなか、市立幼稚園も役割を見直し、

手法は検討を要するものの、統廃合を行うこ

とが必要との各教育委員の共通認識を確認

した。 

 市立幼稚園の統廃合は、本市の学校教育全

体にかかわる重要事項であることから、各方

面の意見を踏まえながら、教育局全体で検討

しているところである。 

 

（教育長） 

Ａ 園児数が定員の４割以下の状況のまま、

２園の運営を継続することには、教育行政の

在り方として課題があると認識している。ま

た、幼稚園から保育所等への保護者の需要の

シフトなど、社会情勢の変化に応じた対応が

必要であることから、市立幼稚園の統廃合は

止むを得ないことと考えている。 

 しかしながら、幼小連携教育の推進や、特

別な配慮を要する子どもへの対応等、市立幼

稚園の果たす役割は現存していることから、
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(4) 川口市立高等学校における市外

在住者の入学料の改定について 

ア 入学料の改定の経緯について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 改定に向けた配慮について 

 

 

 

 

 

 

 

 

現段階では２園のうち１園を廃止し、効率的

かつ効果的な幼稚園運営を目指すことを柱

として、教育局全体で議論を深め、市民の意

見も伺いながら、市として最終的な方向性を

決定していきたいと考える。 

 

 

 

（学校教育部長） 

Ａ 川口市立高等学校は、近年、市外生の在

籍率が５０％を上回る状況が続いており、過

去の市立高校の入学料の検証に加え、市内生

と市外生との費用負担の違いも考慮するな

ど、市外在住の入学者に対する取り扱いにつ

いて、検討してきたところである。 

 その結果、これまで市内在住者の入学料は

無料、市外在住者は県立高校と同様に５，６

５０円としていたが、開校１０年目の節目と

なる令和９年度から、市外在住者の入学料

を、市立高校３校統合前の入学料と同額の７

万３，０００円とすることとしたものであ

る。 

 これにより優秀な市内生の確保と費用負

担の公平性の向上に資することができるも

のと考えている。 

 

（学校教育部長） 

Ａ 現在、同校は、本市のリーディング校と

して、よりよい教育環境を整えるための施設

の整備にも注力しており、安定した学校運営

を行っているところである。 

 改定に向けた配慮については、施行期日を

令和９年４月１日とし、十分な周知期間を設

けるとともに、附属中学校に入学を目指す小

学生にも、その情報を１年以上前に知り得る

ことができるよう提供していく。 
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荻野 梓 議員（自民） 

 

６ 放課後児童クラブについて 

(1) 放課後児童支援員に対するこど

も家庭ソーシャルワーカー認定資格

の取得促進について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 令和８年度からの変更点につい

て 

ア 基本利用料の改定理由 

・財源としての必要性と、どのように

質の向上に繋げるのか説明を 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今後についても、同校の教育環境の質を向

上させるなど、本市の将来を担う人材の育成

に努めていく。 

 

 

 

 

（市長） 

Ａ 私は、放課後児童支援員がこども家庭   

ソーシャルワーカーの認定資格を取得する

ことで、こども家庭福祉の専門性やスキルア

ップにつながり、子どもや保護者の悩みを理

解し、問題解決に寄与できるものと捉えてい

る。 

 このことから、川口市の公設民営放課後児

童クラブを委託している事業者に対して、教

育委員会を通じて、同資格の意義・役割や資

格取得方法について、周知を図るとともに、

資格取得について積極的に働きかけるよう、

指示したところである。 

 

 

（学校教育部長） 

Ａ 国においては、放課後児童クラブに係る

運営費は、その費用の半分を利用者負担とし

て徴収するものとしているが、現状では必要

な利用料に達していないことから、ハード面

だけでなくソフト面においても質の向上や

課題の解決を図ることが困難な状況である。 

本市としては、利用料の改定により、放課

後児童支援員の常勤化や処遇改善、研修の充

実を図るとともに、利用児童の増に伴う余裕

教室の改修や、インターネット環境整備等に

増額分を活用し、子どもたちの豊かな時間、

安全・安心な居場所環境の向上に努めてい

く。 
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イ 送迎者の年齢要件緩和内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 一人帰り規定の緩和内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 長期休業中の朝の開室時間につ

いて 

・通学班の無い期間において開室時間

を早められないか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（学校教育部長） 

Ａ 現在、児童の送迎者については、１８歳

以上の成年者のみを認めているところであ

る。 

近年、共働き世帯の増加等に伴い、利用児

童数が年々増加傾向にあり、保護者からも送

迎に係る条件緩和について多くの要望が寄

せられていることから、令和８年度から中学

生以上の未成年者も送迎者として認めてい

く。 

 

（学校教育部長） 

Ａ 現在、児童の一人帰りについては、学区

内の塾や習い事に行く場合に限り、保護者か

ら事前の届出を受け認めている。 

 令和８年度からは、習い事等に行く場合の

距離制限を撤廃するとともに、児童が自宅に

帰る場合においても、保護者からの届出に応

じ、帰宅時間を指定の上、一人帰りを認める

運用へ変更していく。 

 

（学校教育部長） 

Ａ 小学校の長期休業中においては、通学班

がないため、早朝に送り出された児童が、保

護者とともに放課後児童クラブの前で開室

の待機をする、というケースがあることは把

握している。 

 その一方で、放課後児童クラブ支援員の人

材確保等が課題となっていることから、朝の

開室時間を早めることについては、他市の事

例を調査しつつ、本市放課後児童クラブ利用

保護者のニーズを把握するためのアンケー

トを実施するなど、引き続き検討していく。 
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菅野 静華 議員（青嵐） 

 

６ 教職員の働き方と加配について 

(1) 教職員の見えにくい負担の把握

と休ませる環境づくりについて 

ア 見えにくい負担の把握と改善に

ついて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 勤務時間の割り振り変更がしや

すい環境整備について 

・休暇が取得しやすい環境づくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 教職員不足への具体的な対応に

ついて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（学校教育部長） 

Ａ 現在、時間外勤務を命じた場合は、勤務

時間の割り振り変更を行い、勤務時間の適正

化を図っているところである。 

しかしながら、時間外の業務の把握が難し

いことから、月例校長協議会等の中で、勤務

時間の把握に係る各学校における具体的な

課題について校長と教育委員会が協議した

上で、学校の実態に即した勤務時間の適正な

管理に努めているところである。 

 

（学校教育部長） 

Ａ 勤務時間の割振り変更については、市立

学校長会議や学校訪問等を通じて、確実に実

行するよう指導しているところである。 

 本市としては、働き方改革の更なる推進を

図るとともに、いわゆる調整に該当する業務

内容を整理するなど、今後も教職員にとって

働きやすさと働きがいがあり、各種休暇等を

取得しやすい職場環境づくりに向け、各学校

園を支援していく。 

 

（学校教育部長） 

Ａ 本市では、ペーパーティーチャー相談会

の実施や大学への訪問、公共施設や駅などへ

のポスター掲示による広報活動などを行い、

一人でも多くの人材を確保できるよう努め

ている。さらに、常勤の教職員の確保が難し

い場合は、非常勤の教職員を確保すること

で、人員不足による学校教育への影響を軽減

している。 

今後も、一日も早く、代替教員等が配置で
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(3) 働き方改革のアンケート調査に

ついて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

きるよう、継続的に、県教育委員会に強く働

きかけていく。 

 

（学校教育部長） 

Ａ 本年９月、学校における働き方改革の観

点から教職員へのアンケートを実施し、負担

感・多忙感を感じている業務などの実態を把

握したところである。 

 今後は、より実効性のある実態把握を行う

ための様式や項目、方法等について検討し、

教職員の生の声を生かした施策の展開に努

めていく。 
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                                  学校教育部 

令和７年１２月市議会定例会 

一般質問質疑応答概要                  （指導課） 

＜質問概要＞ 

 

若谷 正巳 議員（自民） 

 

１１ 外国に由来のある児童生徒の

教育について 

(1) 生活言語から学習言語への取り

組みについて 

・高校受験を見据え、生活言語から学

習言語へのステップアップが求めら

れることへの本市の対策について 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 高校への進学率について 

・外国に由来のある生徒の高校進学率

について 

 

 

 

(3) 高校進学におけるサポート体制

について 

・外国に由来のある生徒の高校進学に

おけるサポート体制について 

 

 

 

 

 

＜答弁概要＞ 

 

 

 

 

（学校教育部長） 

Ａ 外国人生徒が高校受験等に必要な学力

を身に付けるためには、一人の学習者とし

て、通常の授業に参加できる程度の日本語能

力が必要だと捉えている。 

そのため、日本語指導では、生活する上で

必要なサバイバル日本語の習得に始まり、学

習言語の理解が不可欠な日本語と教科の統

合学習等に至るまで、指導プログラムを５段

階に分けて計画し、生徒の実態に応じた指導

をしているところである。 

 

（学校教育部長） 

Ａ 本市の令和７年３月中学校等卒業者の

進路状況調査によると、外国に由来のある生

徒も、そうでない生徒も、いずれも９０％以

上の進学率となっている。 

 

（学校教育部長） 

Ａ 埼玉県の公立高等学校入学者選抜にお

いては、「外国人特別選抜による募集」を実

施しており、中学校では、その内容や出願資

格等を生徒、保護者に情報提供している。ま

た、市や県が開催する日本語を母語としない

生徒と保護者のための高校進学相談会など

も生かしながら、生徒の能力・適正、興味・

関心、将来の進路希望に基づき、計画的かつ

一貫性のある「生き方指導としての進路指
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芝﨑 正太 議員（公明） 

 

８ 児童生徒を取り巻く良好な環境

整備について 

(1) 川口市の児童生徒が外国人と学

ぶ良さについて 

 

 

 

 

 

 

 

９ 先進自治体に学ぶ英語教育につ

いて 

(1) 小学校１・２年生からの英語の取

り組みについて 

・本市でも独自の教材を作り、小学校

１・２年生からの英語教育に取り組む

ことについて考えを聞かせてほしい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

導」を行っている。今後も中学校を卒業後、

どんな自分でありたいかを共に考え、生徒と

保護者が納得できる進路選択となるよう支

援していく。 

 

 

 

 

 

（学校教育部長） 

Ａ 児童生徒が様々な国の習慣や思考に触

れながら学校生活を送ることは、異文化への

理解を深め、物事を多角的に考える力の育成

や人権意識の醸成につながるものと捉えて

いる。 

そのため、日頃から学校においては、多文

化共生の視点をもち、多様な意見を取り入れ

た授業の実践に努めているところである。 

 

 

（市長） 

Ａ 本市では、英語教育の充実を図るため、

高校生を対象とした海外派遣事業として、ア

メリカ・オハイオ州・フィンドレー市を派遣

先として実施している。 

これは、平成３０年に、本市とフィンドレ

ー市が教育分野に関する友好都市協定を締

結したことに伴って実現した本市独自の事

業であり、派遣生は帰国後、英会話の実力が

身に付くとともに、現地の人々との交流の場

を多く持つことができ、国際理解が深まるな

ど、大きな成果が挙がっているとの報告を受

けている。 

 一方、本市では、学習指導要領で定めのあ

る小学校３年生から外国語の学習を行って

いるが、１・２年生の早い時期から英語に慣
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(2) 小学生の国際英語交流について 

・外国人との英語でのコミュニケーシ

ョンを図るためのオンラインを使っ

た交流について本市の考えを聞かせ

てほしい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) オンラインマンツーマン英会話

について 

・オンラインマンツーマン英会話の活

用について本市の考えを聞かせてほ

しい 

 

れ親しむことは、言語や文化について体験的

に理解を深めることにつながると認識して

いる。 

そこで、子どもたちが、小学校１年生の段

階から学校内で日常的に英語に触れられる

機会を創出するため、まずは、ＡＬＴ（外国

語指導助手）の増員及び配置日数の拡充を柱

とした教育環境の整備に努めているところ

である。 

今後も、本市の子どもたちには、実生活・

実体験を通して英語や異文化を学んでもら

い、新しい視野をもって、国内外で活躍でき

る人材の育成に取り組んでいく。 

 

（市長） 

Ａ 本市では、比較的時差の少ないオースト

ラリアとのオンライン交流を実施している

小学校が複数校あり、中でも、十二月田小学

校では、令和３年度に開始したオンライン交

流をきっかけとして、令和５年度からは、相

手校の児童が来日して行う対面交流を継続

して行われ、英語を介した国際理解教育に成

果を挙げていると報告を受けている。 

今後も、オンライン等を効果的に活用した

国際交流活動に取り組み、本市の子どもたち

がグローバル社会の一員として世界で活躍

できる人材に成長してくれることを、私とし

ても心から願っているところである。 

 

（学校教育部長） 

Ａ オンラインマンツーマン英会話につい

ては、これまでに学習した英語表現を使っ

て、実際に自分の思いを伝え合う場の一つと

して効果的であると認識している。 

 一方で、生徒が一対一で英会話を行うため

には、まず、自分の考えや気持ちを伝え合う
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１０ 個性のある子どもへの支援に

ついて 

(1) 支援が必要な児童保護者の代理

での第三者面談について 

・放課後等デイサービスへの学校から

の児童生徒情報提供について 

 

 

 

 

 

 

 坂本 だいすけ 議員（青嵐） 

 

１ 本市児童生徒の学力向上の取り

組みについて 

(1) 全国学力・学習状況調査の成果と

その分析について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

知識・技能、及び表現力を身に付けさせる必

要があることから、今後、取り組みを実施で

きる可能性について研究していく。 

 

 

（学校教育部長） 

Ａ 学校と放課後等デイサービスとの情報

の共有については、児童への適切な支援を行

う上で重要であると認識している。 

 今後は、子ども家庭庁から発出されている

「放課後等デイサービスガイドライン」等に

則り、連携が適切に進められるよう、市立学

校長会議などの機会を通じて周知徹底して

いく。 

 

 

 

 

 

（学校教育部長） 

Ａ 今年度の全国学力・学習状況調査の結果

については、概ね全国・県の平均正答率と同

等であった。成果については、小学校算数「変

化と関係」の領域において、県平均正答率と

の比較でおよそ１ポイント以上の改善が見

られたことが挙げられる。これは、即時結果

の分析ができる本市独自のテスト「川口Ｓネ

クスト」を年２回実施することにより、学習

内容の定着度を高められたためであると認

識している。また、このテストにより教職員

が自らの指導を客観的に分析できるように

なったことも、本結果につながった要因であ

ると捉えている。 
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(2) 埼玉県学力・学習状況調査の成果

とその分析について 

・成果は数値で示し、中学校英語の５

ラウンドシステムについて聞かせて

ほしい 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 小学校低学年基礎学力定着度調

査の成果とその分析について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 中学国語記述式正答率の分析及

びその指導について 

 

 

 

 

 

 

 

 

（学校教育部長） 

Ａ 埼玉県学力・学習状況調査の成果につい

ては、中学校第３学年英語の市平均正答率

が、県平均正答率を上回り、更に、学力を伸

ばした生徒の割合は、県平均より５ポイント

以上高い結果となった。これは、教科書を効

果的に活用し、聞く・読む・話す・書くこと

の４技能を身に付けさせる本市独自の「５ラ

ウンドシステム指導法」を軸とした授業改革

が５年目を迎え、教員の授業改善が大きく図

られた成果と捉えている。 

 

 

（学校教育部長） 

Ａ 小学校低学年基礎学力定着度調査の成

果としては、国語科、算数科ともに概ね８割

程度の正答率であり、基礎的な学力がほぼ身

に付いていることである。 

一方で、学力の定着度が低い児童に対し

て、一人ひとりのつまずきを解決することが

大切であることから、算数科ＣＢＴ調査によ

る問題ごとの結果分析を生かした指導など

により、今後のより確かな学力向上につなげ

たいと考えている。 

 

（学校教育部長） 

Ａ 本市の記述式問題の正答率は、全国とほ

ぼ同率の約３割程度である。課題としては、

根拠を明確にして自らの考えを記述する力

が不足していることに加え、無回答率の高さ

にあるものと分析している。 

そのため、教職員研修等において、書くこ

とに関する指導事項の解説に重点を置き、そ

れにより生徒の身に付ける力が明確になる

よう取り組んでいるところである。更に、生

徒が主体的に粘り強く授業に取り組めてい

-47-



 

 

 

 

 

 

(5) 中学理科個別分析の把握及び指

導について 

・生徒ごとに問題が異なることから平

均正答率が示されていないことで、学

力の状況をどのように把握、指導して 

いるのか 

 

 

 

 

 

 

 

(6) ＣＢＴ方式でのトラブルはなか

ったか 

・オンラインでの学力・学習状況調査

の実施は２年目であったが、１年目の

ようなトラブルはなかったか 

 

 

(7) ボトムアップシートとボトムア

ップネクストについて 

・本市独自で開発した各シートについ

てアピールすること 

 

 

 

 

 

 

る優れた授業実践を映像で共有したり、研究

協議で学びを深めたりすることで教員の指

導力向上を図り、学力向上につなげていきた

い。 

 

（学校教育部長） 

Ａ 各学校においては、これまでと同様に公

開問題の結果に基づき、課題の把握ができる

ことに加え、生徒ごとに異なる問題を解いて

いるが、出題されなかった問題の予想正答率

も示されるため、どこに課題があるのか把握

することが可能となっている。 

また、課題に対しての指導においては、公

開問題の結果や、示された予想正答率を踏ま

えることで把握した、生徒がつまずきやすい

内容や系統的に弱い領域について分析し、授

業改善や指導の工夫に生かしている。 

 

（学校教育部長） 

Ａ ＧＩＧＡスクール端末を利用したテス

トの実施や授業における効果的な活用方法

を指導したことから、積極的な活用が図ら

れ、今年度は大きなトラブルはなく実施する

ことができたと認識している。 

 

（学校教育部長） 

Ａ 本市独自のＫａｗａｇｕｃｈｉボトム

アップシートは学力低位層への指導を改善

し、学力向上につなげることを主眼に置いた

ツールである。また、Ｋａｗａｇｕｃｈｉボ

トムアップネクストは、学力を伸ばした教職

員の指導方法について、児童生徒への聞き取

りも生かしながら、効果的な取り組みを見つ

け、教職員が学び合うツールとして開発した

ものである。 

各学力調査の分析及び活用については、教
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３ 外国人の日本語指導と他の指導

について 

(1) 日本語指導の現状について 

・教育研究所に日本語指導担当教員を

まとめて配置して日本語指導を徹底

して行ってから各学校に子どもたち 

を送り出すことについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 生徒指導の現状について 

・外国人児童生徒の生徒指導の現状に

ついて 

 

 

 

 

 

 

職員のより主体的な取り組みとなるよう、学

校の実態に合わせ、分析ツールを選択できる

ようにすることで、ニーズに即した学力向上

につながるものと認識している。 

 

 

（市長） 

Ａ 増加する外国人児童生徒に適切な日本

語指導を行うことは、外国人児童生徒に限ら

ず、本市のすべての児童生徒が、日本語を使

って、円滑に学校生活を送り、学習を進める

上で大変重要なことである。 

このことから、日本語初期指導教室につい

ては、教育研究所の実践をモデルとして、教

職員の配置や運営方法を工夫し、今年度は小

学校２校、中学校２校に拠点校を設置したと

報告を受けている。 

私は、近隣の拠点校で日本語を学ぶ環境整

備を推進する教育委員会の方針により、日本

語指導の更なる充実が図られることをまず

は期待している。 

外国人の子どもについては、学力や家庭環

境など、様々な状況があり、これからも大き

な課題になるため、その都度取り上げ、対応

をしていく。 

 

（学校教育部長） 

Ａ 生徒指導の現状については、多くの外国

人児童生徒が日本の学校のルールやマナー

を守り、意欲的に学校生活を送っている一方

で、文化や言語の違いから他者との意思疎通

がうまくいかずトラブルに発展してしまう

ケースや、その解決に向けた合意形成が困難

な場合もある。 

 このような現状に対して、本市としては、

関係機関とも連携を図りながら、粘り強く丁
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(3) 保護者の現状について 

・外国人児童生徒の保護者の現状につ

いて  

 

 

 

４ 埼玉県の新しい入試制度につい

て 

(1) 自己評価資料について指導の準

備はどのようにしているのか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 生徒の実態は把握しているのか 

・自己評価資料や面接に係る指導につ

いて 

 

 

 

 

 

 

 

 

寧に指導に当たっているところである。 

 

（学校教育部長） 

Ａ 保護者の現状としては、多くの外国人児

童生徒の保護者が学校運営に理解を示して

いる一方で、伝えたいことがうまく伝わらな

いなどの理由から、学校との協力体制を築く

ことが困難な場合もある。 

 

 

（学校教育部長） 

Ａ 新しい入試制度に対応する自己評価資

料の作成については、生徒が自らの学びを適

切に表現できるように支援することが重要

であると考えている。 

そのため、年度当初に専門的な知見を有す

る外部講師を招き、進路担当等の教員への自

己評価資料の書き方の指導等について、具体

的な研修を受けられる機会を設ける予定で

ある。 

これにより生徒一人ひとりが自分のこれ

までの学びの過程や成果をより的確に振り

返り、表現できるよう指導していく。 

 

（学校教育部長） 

Ａ 公立中学校では、第１学年から、生徒の

能力・適正、興味・関心、将来の進路希望に

基づき、計画的かつ一貫性のある進路指導を

行っている。また、３年間を通し、生徒の資

質・能力を総合的に測り、それらを通じて生

徒の実態を把握しているところである。 

今後は、特に書くことや、話すことに課題

のある生徒には、「これまで」と「これから」

を言語化する指導を繰り返し、自己評価資料

の作成及び自らの言葉で語ることのできる

生徒となるよう育成していく。 
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(3) 具体的な指導方法はどのように

しているのか 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 自己評価資料は評価基準になる

のか 

・高校は面接の評価規準を設定できる

のか 

 

 

 

(5) 部活動や生徒会活動、資格等の実

績はどのような形で評価していくの

か 

 

 

 

 

 

 

 

 

 牛嶋 宏一 議員（公明） 

 

３ 多文化共生について 

(2) 外国人への日本語教育支援につ

いて 

ア 未就学児の支援体制について 

・外国人児童への日本語教育支援につ

（学校教育部長） 

Ａ 令和９年度入試に向けて、公立中学校で

は、中学校３学年初期の段階から、生徒がこ

れまでの体験を振り返り、力を注いだことや

将来取り組んでみたいことなどについての

表現活動を行う計画である。教員は質問・応

答の指導を繰り返し、生徒が自らの言葉で具

体的に表現する力を身に付けることができ

るよう、指導を行っていく。 

 

（学校教育部長） 

Ａ 自己評価資料については、面接の際の補

助資料として用いられ、採点はされない。ま

た、面接については、各高校が学校独自の項

目を設定して、評価の観点及び評価規準を定

めて評価する場合もあるとされている。 

 

（学校教育部長） 

Ａ 令和９年度からの入学者選抜では、これ

までの活動や取り組みの実績そのものでは

なく、実績に至るまでのプロセスや意欲、身

に付いた力、学びに向かう力などを多面的に

評価することとなっている。 

 部活動や生徒会活動、資格等の実績につい

ては、面接時に受検生が「これまで」と「こ

れから」について自分の言葉で伝えることに

より、高等学校が把握していく。 

 

 

 

 

 

 

（学校教育部長） 

Ａ 就学前日本語教室については、日本での

生活歴が短い外国人未就学児が、日本の小学
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いて、就学前段階からの体制整備を進

めることについて 

 

 

 

 

 

１１ 教育について 

(3) 校内教育支援センターに専属の

支援員を増員することについて 

・児童生徒の学習支援や心の安定、教

員の負担軽減のために支援員を配置

すること 

 

 

 

 

 

 

 

 幡野 茂 議員（公明） 

 

５ 公立小中学校の水泳授業につい

て 

(3) 現状と課題について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

校に円滑に適応するための有効な方法の一

つであると認識している。 

本市においては、今後も外国人未就学児の

増加が見込まれることから、関係部局と連携

を図りながら、参考となる先進的な取り組み

について調査研究していく。 

 

（学校教育部長） 

Ａ 校内教育支援センターへ専属の支援員

を配置することは、不登校傾向の児童生徒の

心理的安全性を高め、教員の負担軽減を図り

つつ、学校の不登校支援体制の強化につなが

るものと認識している。 

 本市では、校内教育支援センターの設置促

進に伴い、支援員を７名配置し、令和７年度

からはアシスタント・ティーチャーも活用し

ながら対応してきた。引き続き、ほっとルー

ム支援員の配置人数の拡充に努めていく。 

 

 

 

 

 

（市長） 

Ａ 小中学校の水泳授業については、近年の

猛暑による影響を受ける中でも、計画どおり

に実施できるよう、各学校でプール清掃日を

早めたり、授業開始時期をずらしたりするな

どの工夫を行っているとのことである。これ

により、小学校で約１０時間、中学校で約７

時間の授業を実施できている現状である。 

 その一方で、近年の猛暑で生じる、夏場の

プールサイドの高温化による利用制限に加

え、経年劣化に伴うプールの改修や維持・管

理に係る経費の増大などが課題であると教

育委員会より報告を受けている。 
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 益田 みなみ 議員（自民） 

 

６ 教育について 

(2) 教育研究所芝園分室移転の準備

状況について 

ア 学校現場や市民への周知につい

て 

・どのような方法を想定しているのか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 移転に向けた準備について 

・改修内容と計画の見通しや人員体制 

について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（学校教育部長） 

Ａ 教育研究所芝園分室は、悩みを抱えた児

童生徒や保護者の方が利用する相談窓口で

もあることから、事前に上青木分室における

体制や場所・利用方法について十分に伝える

ことが重要であると認識している。 

 市民の皆さまに対しては、「広報かわぐち」

や市のホームページに加え、指導課の刊行物

を用いて周知を図っていく。 

一方、学校現場に対しては、市立学校長会

議において、移転後の上青木分室における事

業について説明をしていく。 

 

（学校教育部長） 

Ａ 上青木分室での業務に必要な改修につ

いては、執務上不可欠なネットワーク回線工

事やサイン表示変更修繕等を予定している。

工期が限られた期間ではあるが、順調に工程

が進めば、令和８年４月の業務が開始できる

ものと考えているところである。 

また、移転後の人員体制については、指導

主事、スクールソーシャルワーカー、カウン

セラー、教育相談員を上青木分室に配置し、

地域に展開する地域教育支援センターや日

本語指導教室と連携していく。 

市内中央に位置する好立地を生かし、市民

の皆様や学校関係者がより利用しやすい環

境と体制を整えていく。 
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(3) 学びの多様化学校の開校に向け

た取り組みについて 

・学びの多様化学校における支援の在

り方についてどのように考えている

か 

 

 

 

 

 

 

 

 

（要望） 

学びの多様化学校は、市内全域が学

区であることから、保護者にとっては

我が子が無事に登下校できたかどう

か、心配であると考える。例えば、登

校したことがわかるようなＩＣＴツ

ールの活用なども検討して欲しい。 

 

 

 荻野 梓 議員（自民） 

 

４ 川口市障害のあるなしに関わら

ず共に学び成長する子ども条例に基

づく学校における合理的配慮の提供

体制の整備について 

(1) 障害のある児童生徒の就学先に

おける学校の適切な対応について 

・どのような視点と配慮をもって、保

護者に対応することが適切であると

考えるか 

 

 

（学校教育部長） 

Ａ 体験授業については、実施後に行ったア

ンケート調査から「最初は不安だったけど友

達ができてうれしかった」といった児童生徒

の声や、保護者から「つまずいてもまた勇気

を出して行けば大丈夫なんだ」「とても良い

経験ができた」という感想をいただき、有意

義な取り組みになったと捉えている。 

一方で、「学校までの通学時間がかかり不

安もある」との意見もあったことから、今後

も生徒や保護者の声を丁寧に聞きながら、開

校に向け一人ひとりに寄り添った支援体制

の充実に努めていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（学校教育部長） 

Ａ 本条例の基本理念に基づき、障害のある

子どもとその家族に対し、個に応じた支援に

努めることが重要であると認識している。 

学校における相談対応では、子ども一人ひ

とりの障害の状況を踏まえて寄り添う視点

を大切にし、その教育的ニーズに真摯に向き

合う配慮が不可欠である。その上で、校内に
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(2) 合理的配慮に関する教職員への

理解促進と研修の在り方について 

ア 現状認識と課題 

・教職員、特に管理職において、市の

条例と合理的配慮についてどの程度

周知されていると認識しているか 

 

 

 

 

 

 

イ 効果的な研修の実施 

・どの様な実効性のある啓発・研修を

計画しているか今後の予定や改善案

について 

 

 

 

 

 

 

 

５ 学校内における文化芸術鑑賞・体

験機会の拡充と連携強化について 

(1) 国や県の文化芸術鑑賞・体験を支

援する事業の活用について 

・当該事業の学校への情報提供につい

おいて十分な検討を行い、合理的配慮につい

て保護者や本人との合意形成を図ることが

適切であると考えている。 

引き続き、全ての子どもが安心して学べる

学校教育の実現に向け、柔軟かつきめ細やか

で丁寧な対応をするよう各学校に働きかけ

ていく。 

 

 

（学校教育部長） 

Ａ 本条例の基本理念や合理的配慮につい

ては、本市独自に実施している年次研修や特

別支援教育の各種研修を通じて、毎年周知し

ているところである。 

一方で、本条例への理解に基づいた合理的

配慮の提供に関する対応力の更なる向上や、

管理職研修のより一層の拡充が課題である

と捉えている。 

 

（学校教育部長） 

Ａ 今後は、学校現場での対応をさらに充実

させるため、管理職を対象とした研修会や会

議において、本条例や合理的配慮についての

周知に取り組んでいく。 

 また、文部科学省が推進しているインクル

ーシブ教育システムの趣旨のもと、特別な配

慮を要する児童生徒への対応方法について

具体的な取り組みを理解し、適切に実施でき

るよう、研修会を通じて教職員及び管理職へ

指導していく。 

 

 

（学校教育部長） 

Ａ 文化庁の学校における芸術鑑賞・体験推

進事業については、埼玉県教育委員会の依頼

を受け、全校に周知しているところである。
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て 

 

 

 

 

 

 

(2) 各学校における文化芸術鑑賞・体

験機会創出の取り組み状況について 

・市の受け止め、学校の現状ほか事例

を紹介するのはどうか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 松浦 洋之 議員（自民） 

 

１ 教育について 

(1) 不審者対応について 

ア 不審者対応マニュアルの有無に

ついて 

・マニュアルの職員間の共有、見直し

及び対応体制について 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

令和７年度は１８校が申し込み、１７校の実

施が決定している。この他、公益財団等の取

り組みについても、教育委員会に依頼がある

ものは内容を確認し、対象の学校へ周知して

いる。 

 

（学校教育部長） 

Ａ 児童生徒が優れた芸術を鑑賞したり体

験したりする機会の創出については、創造力

の育成や、文化継承の上で意義深いことと捉

えている。 

 各学校では、地域の芸術家とのワークショ

ップや、地域の演奏家を招いた演奏会などを

工夫して実施しており、今後も、取り組みや

すい事例等を教科別研修や教科主任会を通

して紹介するなどし、文化芸術の啓発に努め

ていく。 

 

 

 

 

 

（学校教育部長） 

Ａ 全ての学校が、不審者対応も含めた危機

管理マニュアルを策定し、全職員で共有して

いる。マニュアルは必ず毎年度、内容を確認

した上で、必要に応じた見直しを行ってい

る。 

 各学校では、マニュアルをもとに、全職員

の役割分担や対応する体制、連携方法等につ

いて確認するほか、非常事態に備えた対応も

できるよう準備をしている。 

 

 

 

 

-56-



 

イ 子どもたちへの不審者対応指導

について 

・子どもたちの安全指導、危機回避の

力の育成について 

 

 

 

 

 

 

ウ 教員の不審者対応訓練について 

・防犯器具を用いた訓練、未然防止、

外部連携について 

 

 

 

 

 

 

 

(2) ヘルプミーハンドサインの周知

について 

・ヘルプミーハンドサインを周知する

ことについての見解 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（学校教育部長） 

Ａ 各学校では、子どもたちの安全確保のた

めに、全校集会や避難訓練を通して、不審者

対応指導を行っている。 

 具体的には、不審者を見かけた際の行動、

助けの求め方、避難方法等について確認し、

繰り返し訓練することで、子ども達に危険回

避の力を育成し、自らの身を守る安全指導を

行っている。 

 

（学校教育部長） 

Ａ 各学校では、職員研修等において、刺股

などの防犯器具を用いた実践的な訓練を行

うなど、不審者侵入対策を行っている。加え

て、校門等の施錠管理や来校者受付の徹底等

の未然防止策を講じるとともに、警察等の外

部機関との協力を得て、様々な状況に対応で

きるよう、訓練の質を高め、全職員の危機管

理意識と対応能力の向上を図っている。 

 

（学校教育部長） 

Ａ 子どもたちは、自分の身を守る方法とし

て、大きな声で助けを求めたり、防犯ブザー

を鳴らしたりすることを第一に学習してい

る。一方で、声や音を出すことができない危

険な状況も考えられ、言葉を発することなく

助けを求めるためのハンドサインは、危険を

知らせる新たな方法として、大変有効である

と捉えている。 

 子どもたちが自分の身を守る様々な方法

を知っていることは、大変重要であることか

ら、不審者対応訓練等において、ヘルプミー

ハンドサインについて触れられるよう、教職

員研修の機会を通じて情報提供していく。 
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(4) 学校行事の中止及び災害時等の

登下校の判断について 

・校長が適切な判断を下すために 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

菅野 静華 議員（青嵐） 

 

５ 自転車利用の法令遵守について 

(2) ヘルメット着用の啓発強化につ

いて 

イ 高校生へのヘルメット着用啓発

について 

・川口市立高等学校の生徒の自転車乗

車時のヘルメット着用の啓発強化に

ついて 

 

 

 

 

 

 

 

 

（教育長） 

Ａ 想定外の事態や刻一刻と状況が変化す

る場面において、学校長には子ども達の命を

守る適切な判断を下すことが求められる。 

学校行事の運営については、近隣の学校と

連絡を取り合うなどして、各学校が子ども達

の安全を最優先に執り進めている。また、震

災発生時等における統一的な対応基準を教

育委員会から示すとともに、緊急時の対応や

判断に苦慮する際には、教育委員会の担当と

いつでも相談できる体制を整えているとこ

ろである。 

今後も、子ども達の命を預かる学校長の迅

速かつ適切な判断力がより一層高まるよう、

各学校と教育委員会が一体となって取り組

んでいく。 

 

 

 

 

 

 

（学校教育部長） 

Ａ 川口市立高等学校では、教員が週２回の

立哨指導を行うなど、日頃から自転車交通安

全指導を実施している。また、ヘルメット着

用等の交通安全に関わる県教育委員会から

の情報を学校ホームページへ掲載し、生徒及

び保護者へ注意喚起を兼ねた啓発を行って

いる。 

今後も引き続き、生徒自身の命を守るため

に、ヘルメット着用の推奨をはじめとした、

交通安全教育や自転車ルールについて機会

を捉えて啓発していく。 
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（要望） 

福岡県や福井県では、全高校がヘル

メット着用を事実上義務化し、被って

いないほうが目立つような環境作り

に成功しているようである。本市のリ

ーディング校である川口市立高等学

校が、県に先駆けて市内各高校のモデ

ルとなるような取り組みを行って欲

しい。 

 

 

 今田 真美 議員（新風） 

 

１ インクルーシブ教育について 

(1) 特別な配慮が必要な児童生徒へ

の支援員の配置について 

・特別支援教育こども支援員の増員に

ついて 

 

 

 

 

(2) 特別支援学級での性に関する指

導について 

・障害がある児童生徒が将来性犯罪者

にならないように、適切な性に関する

指導をしてほしい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（学校教育部長） 

Ａ 今年度より、特別支援教育支援員と特別

支援学級等補助員を統合して、特別支援教育

こども支援員とし、適正に人員を配置できる

ようにした。今後も適切な支援が実施できる

よう、支援員の拡充と質の向上に努めてい

く。 

 

（学校教育部長） 

Ａ 特別支援学級の児童生徒の発達や特性

が大きく異なることから、各学校では家庭と

情報共有しながら、個の実態に応じて性に関

する指導を行っているところである。 

今後も障害種別への配慮事項を踏まえる

ことや、特別支援学校学習指導要領等に基づ

き、各学校において個の実態に応じた指導が

実施できるよう引き続き支援していく。 
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                                  学校教育部 

令和７年１２月市議会定例会 

一般質問質疑応答概要                （学校保健課） 

＜質問概要＞ 

 

板橋 博美 議員（共産） 

 

３ 住民の負担軽減で命とくらしを

守る支援について 

(2) 学校給食費の無償化を進めるこ

と 

・市として学校給食費の無償化を計画

的に進めること 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 教育の機会が保障される環境を 

(2) 小中高等学校での香害の周知・啓

発等の取り組みを 

・教育委員会として現場任せにせず研

修や情報提供など今後さらに取り組

むことはできないか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜答弁概要＞ 

 

 

 

 

（市長） 

Ａ 急激な物価高騰による市民生活への影

響が未だに大きいことに鑑み、令和７年度に

ついては本市独自の取り組みとして、主食費

相当分を公費負担とし、子育て世帯の家計へ

の負担軽減を行ってきた。学校給食費の無償

化を本市独自で計画的に進めることについ

ては、多額の財源を安定的に確保していく必

要があるなどの課題があるが、国が中学校の

無償化についても「できる限り速やかに実現

する」との意向を示していることから、引き

続き国の動向を注視していく。 

 

（学校教育部長） 

Ａ 香害については、市立学校長会議におい

て定期的に周知を図っているとともに、養護

教諭や保健担当の教職員を集めた研修会を

通して情報提供を行ない、理解を深めている

ところである。 

さらに、学校だよりや保健だよりを活用

し、家庭にも周知しているところであり、引

き続き、保護者も含めた教育現場での理解促

進に努めていく。 
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牛嶋 宏一 議員（公明） 

 

６ 健康について 

(1) 子どもの生活習慣病予防の取り

組みについて 

・本市では生活習慣病予防の取り組み

はどのように行っているのか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

菅野 静華 議員（青嵐） 

 

１ 学校給食の質の向上について 

(1) 「献立作成マニュアル」の実効性

と現場運用としての質の向上につい

て 

ア 「献立作成マニュアル」の実効性

を高める見直しについて 

・現場で活用できる実効性ある基準へ

の見直しについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（学校教育部長） 

Ａ 本市においては、児童生徒が健康な状態

を維持し、将来にわたって生活習慣病の罹患

を予防することを目的として、小学４年生及

び中学１年生において定期健康診断の結果

から肥満度の高い児童生徒を抽出し、その内

容をお知らせするとともに、希望者を対象に

血圧測定や採血、健康指導を行っている。 

これにより、保護者が児童生徒の身体の状

況を把握できることになり、日々の生活習慣

を見直すきっかけになるなど、生活習慣病予

防の意識を高めることができるものと考え

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

（学校教育部長） 

Ａ 本市の学校給食は、栄養バランス、彩り、

地場産物の活用など、献立作成上の留意点の

ほか、使用する食材の規格も記載したマニュ

アルを策定し、献立の作成をしているところ

である。 

献立作成マニュアルの実効性を高める見

直しについては、各施設における調理能力や

使用できる食材等の制約はあるが、児童生徒

や教職員の意見を参考に、給食の質が向上す

るよう研究していきたい。 
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イ 現場運用としての質の向上につ

いて 

・今後、現場運用による質の向上をど

のように位置づけ、どの方向で取り組

みを進めていくのか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 制度改正と財源面から見た質の

向上のチャンスについて 

ア 国による給食費無償化に対する

本市の対応について 

・学校給食費無償化の方向性と判断に

あたって重視する視点について 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 制度改正を質の向上につなげる

考え方について 

・今回の制度改正を質を高めるための

再設計の機会と考えていただけない

か 

 

 

（学校教育部長） 

Ａ 本市学校給食の献立は、基本的事項を定

めた献立作成マニュアルに基づき、学校栄養

士が、栄養面だけでなく、旬の食材の使用や

食物アレルギーなどに配慮するとともに、設

備や人員等の調理能力に応じた献立原案を

作成し、学校長や教諭等で構成される会議で

の給食現場の声を生かしつつ、献立の決定を

しているところである。 

一方、各学校での運用では、安全で栄養バ

ランスのとれた豊かな学校給食を提供する

ことを最優先事項と位置づけ、日々の調理に

当たっており、引き続き、学校現場の声を大

切にした給食の提供を実施していく。 

 

 

（市長） 

Ａ 長引く物価高騰の市民への影響を軽減

させるため、令和７年度の学校給食費につい

ては、市独自の取り組みとして、主食費相当

分を公費負担とし、子育て世帯の家計への負

担軽減を図ってきた。 

給食費無償化に対する本市の対応につい

ては、国から具体的な方針が示されていない

ため、現時点では決定していないが、今後に

ついては、方針が示され次第、市全体の施策

を考慮しながら検討していく。 

 

（学校教育部長） 

Ａ 学校給食費は、現在、学校給食法の規定

により、児童生徒の保護者が負担することと

なっており、本市では、保護者が過度の負担

とならないよう、軽減策を図りつつ、学校給

食費の金額設定を行っているところである。 

今後、国による学校給食費の無償化が実施

された際には、学校給食費の新たな制度設計
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（要望） 

 現場が抱える課題を制度改正の質

の向上に繋げていくという視点では

まだ十分に踏み込めていないと感じ

る。 

今後、国の方針が示された際は、是

非、現状の延長ではなく、質を一段階

上げるための再設計という視点を持

って積極的に検討を進めていただき

たい。 

 

 

今田 真美 議員（新風） 

 

２ 学校での香害について 

(1) 無添加石けんを使用することに

ついて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 香り付き柔軟剤・人工香料の使用

を校則で禁止することについて 

 

 

の中で、保護者の意見も参考に、学校給食の

質の向上に取り組んでいきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（学校教育部長） 

Ａ 学校生活に関わり、洗剤などに含まれる

香料等の化学物質による健康被害に苦しむ

児童生徒が一定数いることが想定されるこ

とから、香害の原因となる化学物質を使用し

ていない無添加石けんを採用することによ

り、体調不良の軽減が期待できるものと考え

る。 

一方で、香害の原因は、香料だけではなく

あらゆる物質が原因となっている可能性も

あることから、無添加石けんの有効性の周知

に努めつつ、効果的な対策について研究して

いきたい。 

 

（学校教育部長） 

Ａ 校則は、児童生徒が遵守すべき学習上、

生活上の規律として、社会通念上合理的と認

められる範囲において、学校長が定めるもの

とされている。このことからも、柔軟剤を含
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(3) 保健室における香害対応につい

て 

 

 

 

 

 

 

 

 

（要望） 

 学校に通えなくなっているのは重

大な問題である。校則で禁止できなく

とも、何か対応を考えていただきた

い。 

 

３ 学校給食におけるゲノム編集食

品の使用について 

(1) 現在の使用状況について 

・学校給食においてゲノム編集食品を

現在使用していないか 

 

 

 

 

(2) 今後の方針について 

・ゲノム編集食品を使用しない方針を

明確にする考えはあるか 

 

 

 

む人工香料を使用している製品の一切の使

用を校則で禁止することは、困難であると考

える。 

 

（学校教育部長） 

Ａ 保健室は、病気などの児童生徒の救急処

置や休養の場としての機能を果たすため、安

全かつ衛生的な環境を整え、快適な空間の確

保が求められている。 

このことから、香害により体調不良をきた

した児童生徒が、保健室で安心して休めるよ

う、人工香料など匂いの発生する製品の使用

を控えるなど適切な対策の必要性について、

周知していきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（学校教育部長） 

Ａ 現在、ゲノム編集技術応用食品を成分と

して使用した場合の表示義務がないため、使

用状況の把握は困難であるが、国が当該食品

として公表する食材そのものの使用はして

いない。 

 

（学校教育部長） 

Ａ ゲノム編集技術応用食品については、国

は、ゲノム編集により遺伝子に生じる変異

は、自然界や従来の品種改良でも起こりうる

ものと同程度と示しており、安全性の審査は

行わないものの、新たな技術であることか

ら、開発者などには届出と一定の情報の公表
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を求めている。 

本市としては、現時点では、当該食品その

ものの使用予定はないが、新たな知見や国の

動向を注視しつつ、引き続き、安全安心な学

校給食を実施していく。 
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環境経済文教常任委員会質疑応答概要 
（令和７年１２月市議会定例会）                    教育総務部 教育総務課 

質 疑 応 答 

議案第１９１号 令和７年度川口市一般会計補正予算（第５号） 
 第１条第１表 歳入歳出予算補正の内 
  △ 歳出の部             
    第１０款 教育費   
  △ 歳入の部             
    第２２款 諸収入 第５項 雑入 第１目 
    第２３款 市債     
 第２条第２表 繰越明許費の内 
    第１０款 教育費 第３項 中学校費 
     中学校改修事業   
 第３条第３表 債務負担行為補正の内 
  １ 追 加               
    大貫海浜学園バス運行業務 
    水上少年自然の家バス運行業務 
 第４条第４表 地方債補正 
  １ 変 更     

    学校施設等整備事業 

＜ 質 疑 ＞ 

（荻野 梓 委員） 

２０年前にエアコンを設置した学校は青木中学

校以外にあるのか。 

 

（荻野 梓 委員） 

青木中学校にエアコンを２０年前に設置した理由

は何か。 

 

 

（教育総務課長） 

 ２０年前にエアコンを設置した学校は、青木中学

校のみであり、その他の学校は、令和７年６月及び

令和８年６月で１０年を経過する。 

 

（教育総務課長） 

 オートレース場の騒音対策により、早期にエアコ

ンを設置したもの。 
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 2

（要望） 

１０年経過したエアコンを更新する際には、青木

中学校エアコン改修工事を参考に施工していただ

きたい。 

 

（菅野 静華 委員） 

エアコンが故障した原因は老朽化によるもの

か。 

 

（菅野 静華 委員） 

 １台あたりの設置費用はいくらか。 

 

 

 

（菅野 静華 委員） 

施工業者は決まっているのか。 

 

 

（菅野 静華 委員） 

業者の選定方法は決まっているのか。 

 

＜ 討 論 ＞ 

なし。 

 

＜ 採 決 ＞ 

 起立者全員にて可決。 

 

 

 

 

 

 

（教育総務課長） 

 老朽化によるものであり、主要部品の生産が終了

したため、修繕対応ができないものである。 

 

（教育総務課長） 

 設備の改修などの費用もあることから１台あた

りの設置費用の算出はできないが、１教室あたり平

均で約６８０万円である。 

 

（教育総務課長） 

 １２月議会可決後、発注手続きを行うため、業者

は決定していない。 

 

（教育総務課長） 

 契約課を通して入札で契約するもの。 
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環境経済文教常任委員会質疑応答概要 
（令和７年１２月市議会定例会）                     学校教育部 学務課 

質 疑 応 答 

議案第１９１号 令和７年度川口市一般会計補正予算（第５号） 
 第１条第１表 歳入歳出予算補正の内 
  △ 歳出の部             
    第１０款 教育費   
  △ 歳入の部             
    第２２款 諸収入 第５項 雑入 第１目 
    第２３款 市債     
 第２条第２表 繰越明許費の内 
    第１０款 教育費 第３項 中学校費 
     中学校改修事業   
 第３条第３表 債務負担行為補正の内 
  １ 追 加               
    大貫海浜学園バス運行業務 
    水上少年自然の家バス運行業務 
 第４条第４表 地方債補正 
  １ 変 更               
    学校施設等整備事業 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 ＜ 質 疑 ＞ 

 なし。 

 

＜ 討 論 ＞ 

なし。 

 

＜ 採 決 ＞ 

起立者全員にて可決。 
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環境経済文教常任委員会質疑応答概要 
（令和７年１２月市議会定例会）                          教育政策室 

質 疑 応 答 

議案第２１５号 川口市立高等学校の授業料等に関する条例の一部を改正する条例 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 ＜ 質 疑 ＞ 

 なし。 

 

＜ 討 論 ＞ 

なし。 

 

＜ 採 決 ＞ 

起立者全員にて可決。 
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環境経済文教常任委員会質疑応答概要 
（令和７年１２月市議会定例会）                      学校教育部 学務課 

質 疑 応 答 

議案第２１５号 川口市立高等学校の授業料等に関する条例の一部を改正する条例 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 ＜ 質 疑 ＞ 

 なし。 

 

＜ 討 論 ＞ 

なし。 

 

＜ 採 決 ＞ 

起立者全員にて可決。 
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環境経済文教常任委員会質疑応答概要 
（令和７年１２月市議会定例会）                 学校教育部 川口市立高等学校 

質 疑 応 答 

議案第２１５号 川口市立高等学校の授業料等に関する条例の一部を改正する条例 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 ＜ 質 疑 ＞ 

 なし。 

 

＜ 討 論 ＞ 

なし。 

 

＜ 採 決 ＞ 

起立者全員にて可決。 
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環境経済文教常任委員会質疑応答概要 
（令和７年１２月市議会定例会）                    教育総務部 生涯学習課 

質 疑 応 答 

議案第２１６号 川口市立公民館設置及び管理条例の一部を改正する条例 

議案第２１７号 川口市立中央ふれあい館設置及び管理条例の一部を改正する条例 

議案第２１８号 川口市立生涯学習プラザ設置及び管理条例の一部を改正する条例 

議案第２１９号 川口市立南平文化会館設置及び管理条例の一部を改正する条例 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ＜ 質 疑 ＞ 

（荻野 梓 委員） 

他の自治体との均衡を図るとあったが、具体的

に他の自治体の公民館の使用料はいくらか。また、

本市と比較しどのくらいの差があるのか。 

 

 

 

 

 

 

（荻野 梓 委員） 

公民館などの維持管理にかかる公費負担分はい

くらか。 

 

 

 

 

 

 

 

（生涯学習課長） 

 さいたま市のように無料のところもあるが、船橋

市のように体育ホールで３時間６,９８０円という

ところもある。関東圏の中核市７市に政令指定都市

のさいたま市も加えた８市の公民館の１㎡あたり

の時間単価を比較検討した結果、関東圏の中核市等

８市の平均は約４．７円に対し、本市は２．３円と

２倍以上の開きがある。改定後においても本市の単

価は３．５円となり、１．３倍の開きがある。 

 

（生涯学習課長） 

 令和６年度決算において、公民館等の維持管理費

総額は約１４億２００万円に対し、使用料収入が約

２．６％の約３，７００万円であり、公費負担分は

約９７．４％の約１３億６，５００万円である。 
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質 疑 応 答 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（荻野 梓 委員） 

朝日公民館、根岸公民館、神根西公民館について、

当分の間は、供用を休止するとあるが、当分の間は

どれくらいか。 

 

（荻野 梓 委員） 

公民館の付帯設備としてマイクなどがあるが使

用料を別途徴収しているか。 

 

(ふじしま ともこ 委員) 

使用料・手数料の見直しに関する基本方針の性質

別分類による公費負担と受益者負担割合分類の表

の中で、公民館はどの分類に該当するのか。 

 

（ふじしま ともこ 委員） 

受益者負担を２５％とした根拠は。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（生涯学習課長） 

改築工事を行っており、朝日公民館は令和１１年

度、根岸公民館は令和１０年度、神根西公民館は令

和９年度の開所を予定している。 

 

（生涯学習課長） 

 公民館の使用料に含まれている。ただし、南平文

化会館の付属設備は使用料を別途徴収している。 

 

（生涯学習課長） 

 市場性と必需性を勘案し、分類④の受益者負担２

５％とした。 

 

 

（生涯学習課長） 

 公民館使用料の受益者負担は、方針において生活

上の必需性及び民間の提供の可能性の２つの視点を

考慮し決められている。公民館と同様の民間施設は

限られていること、また、すべての市民が日常生活

上必ずしも必要とは言えないものの地域住民のニー

ズに合わせた学習の場を提供する社会教育の必要性

を勘案し、２５％としたものである。 
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質 疑 応 答 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（生涯学習課長） 

例えば、南平公民館のホールは、方針算定額 

３，０９０円に対し稼働率を１００％とした場合

１，８３０円、料理実習室は、方針算定額３万 

５，７００円に対し稼働率を１００％とした場合 

９２０円となる。 

 

（生涯学習課長） 

本市の使用料は他市と比較し低額であったこ

と、また、施設の維持管理費が増加していることな

どから、無料にするとの議論はなく、概ね現行の

１．５倍の改定としたもの。 

 

（生涯学習課長） 

公民館等の維持管理費は令和４年度が１２億

４，９７４万２，６０８円、令和５年度が１２億６，

８４９万３，４６０円、令和６年度が１４億１８２

万１，７２９円である。また、使用料収入は改定に

より、年間約５，８９５万円となり、約２，２３３

万円の増収を見込んでいる。ただし、来年１０月か

らの施行のため、令和８年度の増収分はその半分

となる見込みである。 

 

 

 

（ふじしま ともこ 委員） 

仮に稼働率が１００％となった場合の、使用料の

試算があれば教えてほしい。 

 

 

 

 

（ふじしま ともこ 委員） 

 使用料・手数料の見直しに関する基本方針では、

公共性が高い施設は、住民負担が減ることになって

いるが社会教育施設を、無料にするとの議論はなか

ったか。 

 

（幡野 茂 副委員長） 

ここ数年の公民館等の維持管理費の推移はどの

ような状況か。また、使用料収入は改定によりどの

くらいになるのか。 
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質 疑 応 答 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（生涯学習課長） 

消費税率の変更に伴う改正を除くと、４７年前

の昭和５３年４月から行われていない。 

 

 

 

（菅野 静華 委員） 

いつから使用料の改正が行われていないのか。 

 

＜ 討 論 ＞ 

（ふじしま ともこ 委員） 

 受益者負担になるので反対する。 

 

（荻野 梓 委員） 

 公民館やスポーツセンターなどの使用料収入は、

施設の維持経費の１割未満である。 

施設の維持管理に必要な経費は年々増加傾向にあ

ることに加え、多くの施設は老朽化が進んでおり、

今後、多額の更新費用が見込まれることから、各施

設について一定程度の受益者負担は必要である。 

使用料について他市との均衡をはかるなど、一定

の配慮がされていることを踏まえれば、今回の概ね

現行の１．５倍の値上げは妥当であるため、賛成す

る。 

（今田 真美 委員） 

反対の立場から討論する。公民館等は、受益者負

担割合を分類④の２５％としているが、公民館は社

会教育法において位置づけられており、必需性が高

いため、受益者負担割合を分類①の０％とし、無料

にすべきであると考えることから反対である。 
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質 疑 応 答 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（幡野 茂 副委員長） 

 全庁的に長期にわたって見直しを図ってこなか

ったのは良くなかった。しかしながら、激変緩和措

置や他自治体との均衡を図るなど、一定の配慮が見

られる。施設の老朽化に伴い、維持管理費の負担が

増えていることから、賛成する。 

 

＜ 採 決 ＞ 

起立者多数にて可決。 
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環境経済文教常任委員会質疑応答概要 
（令和７年１２月市議会定例会）                     教育総務部 文化財課 

質 疑 応 答 

議案第２２０号 川口市立文化財センター設置及び管理条例の一部を改正する条例 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 ＜ 質 疑 ＞ 

（荻野 梓 委員） 

 旧田中家住宅は、当分の間、供用を休止すると

のことだが、どれくらいの期間か？ 

 

（菅野 静華 委員） 

最後に条例改正したのはいつか。 

 

 

＜ 討 論 ＞ 

（ふじしま ともこ 委員） 

 受益者負担になるので反対する。 

 

（荻野 梓 委員） 

 公民館やスポーツセンターなどの使用料収入

は、施設の維持経費の１割未満である。 

施設の維持管理に必要な経費は年々増加傾向に

あることに加え、多くの施設は老朽化が進んでお

り、今後、多額の更新費用が見込まれることから、

各施設について一定程度の受益者負担は必要であ

る。 

 

（文化財課長） 

 文化財としての価値を損なわないように耐震工

事を行うため、着工から約１０年と想定している。 

 

（文化財課長） 

 平成３０年の開館から、消費税改正に伴う料金改

正のほかは改正していない。 
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質 疑 応 答 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

使用料について他市との均衡をはかるなど、一定

の配慮がされていることを踏まえれば、今回の概ね

現行の１．５倍の値上げは妥当であるため、賛成す

る。 

 

（今田 真美 委員） 

反対の立場から討論する。公民館等は、受益者負

担割合を分類④の２５％としているが、公民館は社

会教育法において位置づけられており、必需性が高

いため、受益者負担割合を分類①の０％とし、無料 

にすべきであると考えることから反対である。 

 

（幡野 茂 副委員長） 

 全庁的に長期にわたって見直しを図ってこなか

ったのは良くなかった。しかしながら、激変緩和措

置や他自治体との均衡を図るなど、一定の配慮が見

られる。施設の老朽化に伴い、維持管理費の負担が

増えていることから、賛成する。 

 

＜ 採 決 ＞ 

起立者多数にて可決。 
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環境経済文教常任委員会質疑応答概要 
（令和７年１２月市議会定例会）                    教育総務部 中央図書館 

質 疑 応 答 

議案第２２１号 川口市立図書館設置及び管理条例の一部を改正する条例 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 ＜ 質 疑 ＞ 

（ふじしま ともこ 委員） 

芝園分室の１日の平均貸出人数はどのくらい

か。 

 

（ふじしま ともこ 委員） 

廃止後に代わりとなるものはあるのか。 

 

 

（ふじしま ともこ 委員） 

芝園分室の図書などはどうするのか。 

 

 

 

＜ 討 論 ＞ 

なし。 

 

＜ 採 決 ＞ 

起立者全員にて可決。 

 

（中央図書館長） 

 １日平均４８名である。 

 

 

（中央図書館長） 

 ４月以降に芝園分室の建物の前に移動図書館を

巡回させるとともに、電子図書の充実を図る。 

 

（中央図書館長） 

 図書は６つの図書館で分ける。ＤＶＤは著作権の

問題があるので中央図書館に所管替えする予定で

ある。 
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環境経済文教常任委員会質疑応答概要 
（令和７年１２月市議会定例会）                    教育総務部 中央図書館 

質 疑 応 答 

議案第２２２号 川口市立映像・情報メディアセンター設置及び管理条例の一部を改正する条

例 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 ＜ 質 疑 ＞ 

（荻野 梓 委員） 

メディアセブンでは Wi-Fi が無料で利用できて

いるが、今回の利用料金値上げに合わせて利用料

金を取ることはしないのか。 

 

（菅野 静華 委員） 

最後に条例改正がされたのがいつか知りたい。 

 

 

＜ 討 論 ＞ 

（ふじしま ともこ 委員） 

受益者負担になるので反対する。 

 

（荻野 梓 委員） 

 公民館やスポーツセンターなどの使用料収入

は、施設の維持経費の１割未満である。 

施設の維持管理に必要な経費は年々増加傾向に

あることに加え、多くの施設は老朽化が進んでお

り、今後、多額の更新費用が見込まれることから、

各施設について一定程度の受益者負担は必要であ 

 

（中央図書館長） 

 Wi-Fi利用については、利用料金を徴収する施設

のみで利用できるものなので、今回の利用料金の値

上げに含まれているものと考えている。 

 

（中央図書館長） 

 平成１８年の開館から消費税改正に伴う料金改

正のほかは改正していない。 
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質 疑 応 答 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 る。 

使用料について他市との均衡をはかるなど、一定

の配慮がされていることを踏まえれば、今回の概ね

現行の１．５倍の値上げは妥当であるため、賛成す

る。 

 

（今田 真美 委員） 

反対の立場から討論する。公民館等は、受益者負

担割合を分類④の２５％としているが、公民館は社

会教育法において位置づけられており、必需性が高

いため、受益者負担割合を分類①の０％とし、無料 

にすべきであると考えることから反対である。 

  

（幡野 茂 副委員長） 

 全庁的に長期にわたって見直しを図ってこなか

ったのは良くなかった。しかしながら、激変緩和措

置や他自治体との均衡を図るなど、一定の配慮が見

られる。施設の老朽化に伴い、維持管理費の負担が

増えていることから、賛成する。 

 

＜ 採 決 ＞ 

起立者多数にて可決。 
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環境経済文教常任委員会質疑応答概要 
（令和７年１２月市議会定例会）                      教育総務部 科学館 

質 疑 応 答 

議案第２２３号 川口市立科学館設置及び管理条例の一部を改正する条例 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ＜ 質 疑 ＞ 

（荻野 梓 委員） 

科学館について、子ども料金が１．５倍に上がっ

ている。議案第２２４号の体育施設については、子

ども料金について据え置きであり、また、新たにで

きる美術館については、小中学生は入場料無料に

なる予定である。科学館はなぜ料金改定に至った

のか、教えて欲しい。 

 

 

（ふじしま ともこ 委員） 

 年間入場券の利用者は毎年どのくらいいるの

か。 

 

 

（菅野 静華 委員） 

 最後に条例改正されたのはいつか。 

 

 

 

 

 

（科学館長） 

 子ども料金については、開館当初から小中学生を

大人の半額として設定してきた。また、年間券の設

定もあることから、値上げによる来館者への影響が

小さいと判断し、子ども料金についても、大人と同

様に改定するものである。 

 なお、市内小中学校等の学習利用は、引き続き、

無料としている。 

 

（科学館長） 

 年間券の購入者は、令和６年度で展示室４１５

人、プラネタリウム２３３人で、例年、同程度であ

る。 

 

（科学館長） 

平成１５年の開館以来、消費税改正に伴う料金改

正のほかは改正していない。 
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質 疑 応 答 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

＜ 討 論 ＞ 

（ふじしま ともこ 委員） 

受益者負担になるので反対する。 

 

（荻野 梓 委員） 

 公民館やスポーツセンターなどの使用料収入は、

施設の維持経費の１割未満である。 

施設の維持管理に必要な経費は年々増加傾向に

あることに加え、多くの施設は老朽化が進んでお

り、今後、多額の更新費用が見込まれることから、

各施設について一定程度の受益者負担は必要であ

る。 

使用料について他市との均衡をはかるなど、一定

の配慮がされていることを踏まえれば、今回の概ね

現行の１．５倍の値上げは妥当であるため、賛成す

る。 

 

（今田 真美 委員） 

反対の立場から討論する。公民館等は、受益者負

担割合を分類④の２５％としているが、公民館は社

会教育法において位置づけられており、必需性が高

いため、受益者負担割合を分類①の０％とし、無料

にすべきであると考えることから反対である 
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質 疑 応 答 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（幡野 茂 副委員長） 

全庁的に長期にわたって見直しを図ってこなか

ったのは良くなかった。しかしながら、激変緩和措

置や他自治体との均衡を図るなど、一定の配慮が見

られる。施設の老朽化に伴い、維持管理費の負担が

増えていることから、賛成する。 

 

＜ 採 決 ＞ 

起立者多数にて可決。 
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環境経済文教常任委員会質疑応答概要 
（令和７年１２月市議会定例会）                    教育総務部 スポーツ課 

質 疑 応 答 

議案第２２４号 川口市体育施設設置及び管理条例の一部を改正する条例 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 ＜ 質 疑 ＞ 

（荻野 梓 委員） 

 スポーツセンターの維持管理に係る公費負担分

はいくらか。 

 

 

 

 

（ふじしま ともこ 委員） 

 受益者負担割合は、基本方針記載の９つの分類

のいずれに該当するか。 

 

 

 

 

（ふじしま ともこ 委員） 

 改定額は稼働率を加味して算定しているが、仮

に稼働率 100％で算定した場合どのようになるの

か。 

 

 

 

（スポーツ課長） 

 令和６年度決算ベースで、スポーツセンター等の

維持管理費総額 約２３億６，８００万円に対し

て、使用料収入は約９．９％の約２億３，４００万

円であり、公費負担分は約９０．１％の約２１億３，

４００万円である。 

 

（スポーツ課長） 

 分類⑤に該当する。スポーツ施設においては、個

人の趣味・趣向として利用される一方で、健康増進

などの公益性に寄与することから、受益者負担５

０％、公費負担５０％という考え方が妥当であると

判断したものである。 

 

（スポーツ課長） 

 一例として、青木町公園総合運動場において稼働

率１００％で算定した場合、相撲場など一部の施設

において、現在の改定額を下回る結果となるが、他

の施設では稼働率がある程度高いことから、改定額

に変更は生じない。 
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質 疑 応 答 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

（ふじしま ともこ 委員） 

 子どもに係る使用料について、団体利用はどうな

るのか。 

 

 

（菅野 静華 委員） 

 最後に条例改正したのは何年前か。 

 

 

＜ 討 論 ＞ 

（ふじしま ともこ 委員） 

 受益者負担になるので反対する。 

 

（荻野 梓 委員） 

 公民館やスポーツセンターなどの使用料収入は、

施設の維持経費の１割未満である。 

施設の維持管理に必要な経費は年々増加傾向にあ

ることに加え、多くの施設は老朽化が進んでおり、

今後、多額の更新費用が見込まれることから、各施

設について一定程度の受益者負担は必要である。 

使用料について他市との均衡をはかるなど、一定

の配慮がされていることを踏まえれば、今回の概ね

現行の１．５倍の値上げは妥当であるため、賛成す

る。 

 

（スポーツ課長） 

 専ら子どもによる利用としている、赤井少年サッ

カー場や室内幼児プールについても使用料を据え置

くものである。 

 

（スポーツ課長） 

 消費税改正に伴うものを除くと、全面的な料金改

正は昭和５７年であり、約４３年前である。 
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質 疑 応 答 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

（今田 真美 委員） 

反対の立場から討論する。公民館等は、受益者負

担割合を分類④の２５％としているが、公民館は社

会教育法において位置づけられており、必需性が高

いため、受益者負担割合を分類①の０％とし、無料

にすべきであると考えることから反対である。 

 

（幡野 茂 副委員長） 

 全庁的に長期にわたって見直しを図ってこなか

ったのは良くなかった。しかしながら、激変緩和措

置や他自治体との均衡を図るなど、一定の配慮が見

られる。施設の老朽化に伴い、維持管理費の負担が

増えていることから、賛成する。 

 

＜ 採 決 ＞ 

 起立者多数にて可決。 
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環境経済文教常任委員会質疑応答概要 
（令和７年 １２月市議会定例会）                         教育政策室 

質 疑 応 答 

議案第２２７号 川口市学校施設の使用料に関する条例 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 ＜ 質 疑 ＞ 

（荻野 梓 委員） 

 全ての学校において、統一的な利用制度の構築

が求められているとの説明があったが、具体的に

どのようなことがあり、統一的な仕組みが必要と

なったのか。 

 

 

 

 

（荻野 梓 委員） 

統一的な仕組みについては、例えば申請システ

ムとか、どのように考えているのか。 

 

 

 

 

（荻野 梓 委員） 

 なぜ使用料を徴収する必要があるのか。 

 

 

 

（教育政策室長） 

これまで、それぞれの学校長の判断のもと、周辺

地域の特性に応じ学校施設開放が行われてきたが、

利用者が固定化してしまうことや、運営する学校側

も、取り扱いについての判断に苦慮するなどの支障

をきたしていることがあったため、統一的な仕組み

を構築し、公平公正な事業の運営を図るものであ

る。 

 

（教育政策室長） 

 貸し出し可能な施設を明確にし、利用できる日時

などの統一的な取り扱いについて、申請システム等

やマニュアルを今後速やかに作成することに加え、

年度内に減免に係る事項も含め、規則や要綱等を制

定することを考えている。 

 

（教育政策室長） 

 学校施設を適正に管理するためには、維持管理費

用を確保することが必要不可欠であることに加え、

利用者からも中学校の体育館の空調について、近年
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質 疑 応 答 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

（幡野 茂 副委員長） 

 特別な理由があるときは減免を可能とするとの

ことであったが、どんな理由で減免とするのか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（後藤 留美 委員） 

運動場の夜間照明について、電球１個につきとあ

るがどのように数えているのか。 

 

（後藤 留美 委員） 

 電球１個３０円の根拠は。 

の夏の酷暑で、使用料を支払うことで利用できない

かとの要望が多く寄せられていた。こうしたことか

ら、利用者の健康面での安全性を向上させ、更には

物価高騰による施設の維持管理の面からも今後の安

定的な学校施設の開放の運営を図るために使用料を

徴収することとしたものである。 

 

（教育政策室長） 

 検討の段階であるが、市の行政機関がその目的を

遂行するために使用する場合、公益財団法人川口市

スポーツ協会、川口市レクリエーション協会、川口

市スポーツ推進委員協議会、川口市学校体育協会及

び川口市スポーツ少年団がその事業を遂行するため

に使用する場合、連合町会がその目的を遂行するた

め利用する場合、ＰＴＡ等の団体が小学生及び中学

生を対象とした活動に使用する場合及び障害者の生

涯学習活動や社会参加を推進する団体が使用する場

合等を想定している。 

 

（教育政策室長） 

 既に運動場夜間照明を設置している各学校の電球

数は調査済である。 

 

（教育政策室長） 

 これまでの実績を参考に算出したものである。 
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質 疑 応 答 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

（教育政策室長） 

 各学校で設置数が違うことから、１８０円から

１，６８０円である。 

 

（教育政策室長） 

 教育委員会に団体登録の申請を行い、学校毎の

学校施設開放協議会において、施設の利用予定を

調整のうえ、申請システムにより利用日を指定し、

利用日前までに使用料を納付いただくことを考え

る。 

 

（教育政策室長） 

 運動場、体育館、武道場などのスポーツ施設は、

スポーツセンターの使用料を、音楽室などのその

他の使用料については、公民館の使用料を参考に

している。 

 夜間照明及び空調設備使用料は、これまでの実

費相当分を参考にしている。 

 

（教育政策室長） 

 市に一括して入るものである。 

 

 

（教育政策室長） 

 先ほど幡野委員の質問にてお答えした団体は免

（後藤 留美 委員） 

 １時間利用すると大体どのくらいの使用料にな

るのか。 

 

（ふじしま ともこ 委員） 

 使用を許可するまでの仕組みは。 

 

 

 

 

 

（ふじしま ともこ 委員） 

 使用料の金額の根拠は。 

 

 

 

 

 

 

（菅野 静華 委員） 

 使用料は学校毎に歳入として入るのか、市に一括

して入るのか。 

 

（今田 真美 委員） 

 減免することについて、減額と免除はどう分かれ
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質 疑 応 答 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

除、その団体に所属加盟している団体などが使用

する場合は２分の１の減額をする予定である。 

 

（教育政策室長） 

② これまでも運動場は学校施設開放で使用して

おり、影響は少ないものと考えている。 

 

 

ているのか。 

 

 

（今田 真美 委員） 

 運動場について、学校施設を開放することによ

り、表面がデコボコになるなどの影響は。 

 

 

＜ 討 論 ＞ 

（ふじしま ともこ 委員） 

 ルールを作ることは大切であるが、学校は教育の

場であり使用料を徴収して貸し出すことは反対で

ある。 

 

（荻野 梓 委員） 

 これまで学校施設は無料で貸し出していたが、公

民館やスポーツ施設等は使用料を徴収しているこ

とを考えると、辻褄が合わない。各学校長の判断で

対応に差があり、利用者が固定されていたり、学校

が対応に苦慮するなどの問題もある。学校を管理し

貸出する側からも、利用する側からも公平で統一的

なルールが望まれている。中学校の体育館の空調に

ついては使用料を支払ってでも使用したいとの要

望もあり、熱中症予防を考えても空調を利用した方

がよいことは周知の事実である。物価高騰や施設の
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質 疑 応 答 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

維持費、修繕費も高騰しており、学校施設の開放で

メンテナンスの必要性も高くなり、使用料を徴収す

ることでそれらの費用に充てられる。このようなこ

とからこの仕組みは全体的に必要であると考え賛

成する。 

 

（今田 真美 委員） 

 空調の使用料については賛成するが、その他すべ

ての施設に関して使用料を徴収するのは、市民の生

活が苦しい中で、楽しみを奪ってしまうことになり

かねないため反対する。 

 

（幡野 茂 副委員長） 

 施設の使用を繰り返すことにより、施設や付帯設

備の劣化の進行が早まり、古い施設については顕著

に老朽部分が現れることがあり補修や修理の時期

を早めることになる。今回の使用料の徴収について

は、受益者負担の原則から特に問題があるものとは

考えられないことから賛成する。 

 

（菅野 静華 委員） 

空調を使用することについての要望もあり、施設

の適切な管理についても現状は足りていないもの

と考える。市として新たな収入を工面することで、

適切に学校施設を管理し利用することは利用者に 
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質 疑 応 答 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 とっても管理する学校にとっても必要なものと考

え賛成する。 

 

＜ 採 決 ＞ 

起立者多数にて可決.。 
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環境経済文教常任委員会質疑応答概要 
（令和７年１２月市議会定例会）                      学校教育部 学務課 

質 疑 応 答 

議案第２２７号 川口市学校施設の使用料に関する条例 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 ＜ 質 疑 ＞ 

なし。 

 

＜ 討 論 ＞ 

なし。 

 

＜ 採 決 ＞ 

起立者多数にて可決。 
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川口市教育大綱（案）及び川口市教育振興基本計画（案）に係るパブリック・コメン

トの結果概要について 

 

 

１ パブリック・コメント実施期間 

  令和７年１１月１０日（月）～令和７年１２月１０日（水）までの３１日間 

 

２ 意見提出者 

  なし 

 

３ 意見数 

  ０件 

 

４ 結果公表方法 

（１）市ホームページに掲載 

  （２）教育総務課及び市政情報コーナーに配架 

（３）広報かわぐち（令和８年２月号）に実施結果概要を掲載 

-95-

教育長報告（４）



川口市公民館運営審議会委員の解嘱について 
 
 

公民館名 氏 名 委嘱年月日 
条例第３条 

該当名 
解嘱年月日 

上青木公民館 大谷 弘尚 令和６年７月１日 社会教育関係者 令和７年３月３１日 

戸塚公民館 加藤 久美子 令和６年７月１日 
家庭教育の向上に資

する活動を行うもの 令和７年１１月３０日 
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教育長報告（７）



川口市子ども読書活動推進計画（案）に係るパブリック・コメントの結果概要につい

て 

 

 

１ パブリック・コメント実施期間 

  令和７年１１月１日（土）～令和７年１１月３０日（日）までの３０日間 

 

２ 意見提出者 

  なし 

 

３ 意見数 

  ０件 

 

４ 結果公表方法 

（１）市ホームページに掲載 

  （２）市政情報コーナーに配架 

（３）広報かわぐち（令和８年１月号）に実施結果概要を掲載 
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教育長報告（８）



れんたつの部（５０歳以上の部）

番号 性別 経験年数 職名

番号 性別 経験年数 職名

番号 性別 経験年数 職名

女 17 教諭 本町小学校

令和７年度　川口市優秀教職員表彰被表彰者について

氏　　名 学　校　名 推薦の概要

学校運営
特別支援教育

2 村上　綾 女 20 教諭 戸塚小学校 特別支援教育

1 贄田　尚美

3 福地　智子 女 30 教諭 仲町中学校

教諭 青木中央小学校

教科指導
（国語・特別の教科道徳）

4 菊地　孝至 男 30 教諭 川口市立高等学校 教科指導（音楽）

根岸小学校
学校運営
生徒指導

中堅の部（５０歳未満の部　中堅教諭等資質向上研修修了以後）

氏　　名 学　校　名 推薦の概要

5 坂本　巧 男 15

男 19 教諭 朝日西小学校

学校運営
教科指導（全般）

6 福田　絵美 女 15 教諭

教科指導
（総合的な学習の時間）

8 阿部　佳恵 女 16 教諭 八幡木中学校
学校運営

教科指導（数学）

7 吉田　豪

はつらつの部（５０歳未満の部　中堅教諭等資質向上研修修了以前）

氏　　名 学　校　名 推薦の概要

推薦者なし

※経験年数は、令和８年３月３１日時点で計算
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教育長報告（１０）



卒業（園）式及び入学（園）式について 

 

１ 令和７年度川口市立学校（園）卒業（園）式 

 月 日（曜） 
開式時刻 

（予定） 
式 場 

幼 稚 園 ３月１８日（水） 午前１０時 自 園 

小 学 校 ３月２４日（火） 午前１０時 自 校 

中 学 校 ３月１３日（金） 午前１０時 自 校 

川口市立高等学校 

附属中学校 
３月１４日（土） 午前１０時 自 校 

芝西中学校陽春分校 

（夜間中学） 
３月１２日（木） 午後 ６時 自 校 

川口市立高等学校（全） ３月１３日（金） 午前１０時 自 校 

川口市立高等学校（定） ３月１３日（金） 午後 ６時 自 校 

 

２ 令和８年度川口市立学校（園）入学（園）式 

 月 日（曜） 
開式時刻 

（予定） 
式 場 

幼 稚 園 ４月 ９日（木） 午前１０時 自 園 

小 学 校 ４月 ８日（水） 午前１１時 自 校 

中 学 校 

（附属中含む） 
４月 ８日（水） 午後１時３０分 自 校 

芝園学園中学校 

陽春分校（夜間中学） 
４月 ９日（木） 午後 ６時 自 校 

川口市立高等学校（全） ４月 ８日（水） 午後 ２時 自 校 
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教育長報告（１１）



地域教育支援センターについて 

                                 

１ 地域教育支援センターについて 

芝園分室と朝日教室の２か所で実施していた「教育支援センター」を、教育研究所芝

園分室の移転を機に、令和８年度から「地域教育支援センター」として市内４か所に展

開して実施する。 

 

２ 設置場所について 

 ⑴ 北：神根東小学校 

 ⑵ 東：東本郷小学校   

 ⑶ 南：川口市立高等学校第二校地（現在の朝日教室） 

 ⑷ 西：上青木公民館（週２日程度開設） 

   ※ 西の上青木公民館については暫定的な場所とし、Ｒ９以降については芝地区の

公民館や学校を検討する。 
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教育長報告（１４）



 

令和７年度全国健康づくり推進学校表彰について 

 

１ 趣旨 
生涯を通じて、よりよく健康を保持増進するためには、幼少年期からの生活習慣や環

境など健康的な生活行動が大きく影響することから、学校における健康教育、健康管理

は重要である。 
このような観点から、学校と家庭、地域社会と連携を図り積極的に健康づくりを推進

し、成果を挙げている学校を表彰し、もってその充実・普及を図るもの。 
 

２ 主催 
   公益財団法人 日本学校保健会 
 

３ 推薦の経緯 
   令和６年度埼玉県学校保健・学校安全・学校給食優良学校表彰の結果より、埼玉県

教育局県立学校部保健体育課が埼玉県推薦校を決定するもの。 
埼玉県推薦校決定にあたり、選考のための実地視察等を実施し、埼玉県推薦校に川口

市の小学校１校が選出された。 
 

４ 受賞校 優良校 桜町小学校 （校長 齊藤 敦史） 
他 小学校２８校 

       

５ 受賞校の特色ある取組 
  【桜町小学校】  
    目指す学校像を『子供たちの笑顔が輝く学校 ～３つの笑顔（学ぶ笑顔、人と関

わる笑顔、健康で安心して過ごせる笑顔）の実現～ 』とし、様々な実践を行って

いる。 
    特色ある取組の一例 
   〇関連教科（体育科、家庭科、道徳等）や特別活動等において健康教育を要とした

保健教育を実施している。（基本的生活習慣の確立・体力向上・心の健康教育・安

全教育等の推進） 
   〇様々な場面を想定した実効性のある避難訓練を計画的に実施しており、各種マニ

ュアルも整備している。 
   〇地域学校保健委員会では、地域の健康課題である食に関することについて研究協

議し、学校、家庭、地域が一体となり、児童の健康の保持増進に向けて取り組ん

でいる。 
 

-101-

教育長報告（１５）



川口市学校給食運営審議会への諮問について 

 

 

１ 諮問の経緯 

令和８年度の学校給食費については、昨年９月に行われた令和７年度第１回

川口市学校給食運営審議会において、食材価格の上昇が見込まれるものの、現

状では学校給食費の改定を実施せず、献立等の工夫により学校給食を実施して

いくとの評価がなされた。 

しかしながら、昨年１１月から、学校給食で使用する主食価格が一部引き上

げられ、また、１２月下旬にはコメの市場平均価格が最高値を更新するなど、

献立への影響が強く懸念される。 

こうした状況下においても、栄養バランスのとれた豊かな学校給食を今後も

安定的に実施する必要があることから、学校給食費の改定について改めて審議

いただくため、川口市学校給食運営審議会条例第２条の規定に基づき諮問を行

った。 

 

２ 諮問日 

令和８年１月１６日（金） 

 

３ 諮問書 

別紙（写）のとおり 
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教育長報告（１６）



   

学保発第１０６号  

令和８年１月１６日  

 

川口市学校給食運営審議会長 様 

 

 

川口市教育委員会    

      

 

 

学校給食費の改定について（諮問） 

 

本市では、物価高騰の影響による食材費の値上げに対応し、かつ、学校給食の質

や量を下げることなく安定的に学校給食を実施するため、令和５年４月、令和６年

４月に学校給食費を改定いたしました。 
一方で、保護者負担額については急激な負担増とならないよう、給食費改定後も

令和６年９月までは従前の金額に据え置き、段階的な引き上げといたしました。 
また、令和６年夏頃から生じたコメの価格高騰を含めた主食（米飯、パン等）価

格の上昇に対応するため、令和７年度は学校給食費のうち主食費相当分を公費負担

することで、物価高騰の影響を受ける子育て世帯の負担軽減に努めているところで

ございます。 
こうした中、令和８年度の学校給食費に関しましては、昨年９月に開催いたしま

した令和７年度第１回川口市学校給食運営審議会において、食材価格の上昇が見込

まれるものの、現状では学校給食費の改定を実施せず、献立等の工夫により学校給

食を実施していくとの評価がなされております。 
しかしながら、昨年１１月から、学校給食で使用する主食価格が一部引き上げら

れ、また、１２月下旬にはコメの市場平均価格が最高値を更新するなど、献立への

影響が強く懸念されます。 
つきましては、成長期にある児童生徒に栄養バランスのとれた豊かな学校給食を

今後も引き続き安定的に実施するため、改めて、学校給食費の改定について専門的

見地から広くご審議いただきたく、川口市学校給食運営審議会条例第２条の規定に

基づき諮問いたします。 
 

 

 

写
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川口市立小中学校適正規模・適正配置基本方針（改定版）（案）に係るパブリ

ック・コメントの実施について 

 

 

１ 目的 

児童生徒数の減少や学校施設の老朽化が進む中、今後の市内全域を対象と

した学校再編を見据え、既存の基本方針の基準等を見直し、改定を進めるに

あたり、広く市民からの意見等を参考にするため、以下のとおりパブリッ

ク・コメントを実施するもの。 

 

２ 募集期間 

  令和８年２月２日（月）～令和８年３月４日（水） 

 

３ 公開方法 

  ①市ホームページへの掲載 

  ②教育政策室及び市政情報コーナーでの公表 

 

４ 案文 

  川口市立小中学校適正規模・適正配置基本方針（改定版）（案）のとおり 

 

５ 意見提出方法 

  任意様式にて住所・氏名・連絡先（電話番号など）を明記の上、教育政策

室へ送付（文書の持参、郵送、ＦＡＸ、Ｅメール） 

 

６ 結果の公表 

  募集終了後、提出された意見等について公表する。 

 

７ その他 

  広報かわぐち（令和８年２月号）に、意見募集についての記事を掲載。 

 

-104-

協議事項（２）
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議案第１号 

川口市公民館運営審議会委員を委嘱することについて 

 川口市公民館運営審議会委員に次の者を委嘱するため、川口市公民館運営審議会条

例（平成１１年条例第４８号）第３条の規定により議決を求める。 

記 

１ 委嘱をする者 

（１）上青木公民館 

 氏 名 現在の公職等 条例第３条該当名 

1 佐藤 秀樹 上青木中学校ＰＴＡ会長 社会教育関係者 

（２）戸塚公民館 

 氏 名 現在の公職等 条例第３条該当名 

1 坂本 満 下戸塚町会長 社会教育関係者 

2 奥山 博子 
戸塚てんとう虫 

おはなしの会会員 

家庭教育の向上に資する

活動を行う者 

２ 任期  

令和８年１月２３日から令和８年６月３０日まで（任期途中の委員の変更） 

令和８年１月２３日提出 

川口市教育委員会教育長  井 上  清 之 
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議案第３号 

川口市いじめ問題調査委員会委員を委嘱することについて 

 川口市いじめ問題調査委員会委員に次の者を委嘱するため、川口市いじめ問題調査

委員会条例（平成２６年条例第８３号）第４条の規定により議決を求める。 

記 

１ 委嘱をする者 

２ 任期  

令和８年１月２３日から、委員会が川口市いじめ問題調査委員会条例第２条の諮

問に対し最終的な答申を行う日まで 

令和８年１月２３日提出 

川口市教育委員会教育長  井 上  清 之 

 氏 名 所属・役職等 再・新 

１ 加々美 光 かがみ法律事務所弁護士 新任 

２ 吉武 尚美 順天堂大学国際教養学部准教授 新任 

３ 岡嶌 浩志 
春日部市教育相談センター 

公認心理師 
新任 
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令和８年川口市はたちの集い結果報告 

 

 

１．日 時 令和８年１月１２日（祝）午前９時から午後２時まで 

 

２．会 場 川口オートレース場 

 

３．対象者 ５，９８６人（男 ３，１３８人 女 ２，８４８人） 

平成１７年４月２日から平成１８年４月１日までに出生した市内在住の男女 

 

４．記念品 三色ボールペン 

 

５．参加者数等 

 男 女 計 

対象者数 ３，１３８人 ２，８４８人 ５，９８６人 

参加者数 ３，５１４人 

参加率 ５８．７％ 

※参考（前年） 

 男 女 計 

対象者数 ３，１０５人 ２，７５９人 ５，８６４人 

参加者数 １，８８３人 １，６９４人 ３，５７７人 

参加率 ６０．６％ ６１．４％ ６１．０％ 

 

６．その他 

救護室利用者   計    １人 

 

７．関係協力団体・協賛 

川口茶道会 

川口市華道連盟 

並木雅の会 

特定非営利活動法人輝け盛人 

川口市立医療センター 

川口市社会福祉協議会（手話通訳） 

つなぐはたち 

川口警察署 
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その他（１）



 

小中学校の適正規模・適正配置に係る審議経過について 

 

（１）適正規模・適正配置の概要 

児童生徒数の減少や学校施設の老朽化が進むなか、より良い教育環境の整備と充実 

した学校教育の実現を目的として、将来的に必要な学校数や在籍する児童生徒数を整 

理するとともに、長期的な計画に基づく市内全域を対象とした学校再編に向けて、市 

立小中学校の在り方を検討するもの。 

 

（２）審議経過 

ア 川口市立小中学校在り方検討委員会 

（ア）組織の概要 

   令和 6年 4月、以下について検討するための組織として、教育局内に設置 

ａ 小中学校の適正規模・適正配置並びに全市的な学校再編に関する方針、計 

画の立案及び策定に関すること 

ｂ 川口市立小中学校在り方審議会の設置及び運営に関すること 

（イ）検討経過（別添１） 

   令和 6年度 7 回 

令和 7年度 5 回（令和 8年 1月末現在） 

  イ 川口市立小中学校在り方審議会 

   （ア）組織の概要 

教育委員会からの諮問に応じて答申を受けるため、条例に基づいて設置した 

審議機関 

   （イ）諮問内容 

     ａ 市立学校の適正規模・適正配置に関する審議 

ｂ 教育環境の整備に関して教育委員会が必要と認める事項に関する審議 

（ウ）委員構成 

学識経験者、知識経験者、市民、市立学校の校長、学校教育関係者のうちか 

ら、教育委員会が委嘱又は任命した 15 人 

（エ）審議スケジュール 

令和 6 年 10 月 1 日   設置条例制定 

令和 7 年 1 月 28 日   第 1 回審議会 

             第 2 回～第 4回審議会 

令和 7 年 8 月 20 日   第 1 回中間報告（別添 2） 

             第 5 回、第 6回審議会 

令和 8 年 2 月 中旬   第 2 回中間報告（予定） 

             第 7 回～第 10 回審議会（予定） 

令和 8 年 12 月 下旬   答申（予定） 
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（３）川口市立小中学校適正規模・適正配置基本方針（改定版）（案） 

ア 改定の背景 

本方針は、平成 24 年に市立小中学校に在籍する児童生徒数の減少や地域による学 

校規模の偏り等に対応するため策定し、社会経済情勢や国が示す教育方針の変化に 

伴い、令和 2年に 1度目の改定を行なった。 

改定後も、児童生徒数の減少は続くとともに、学校施設の老朽化は進んでいる状 

況である。加えて、近年では、持続可能な地域社会の構築に資することを目的に、 

学校以外の公共施設の有効活用を踏まえた施設マネジメントの観点からも、今後の 

学校の在り方に関する検討が必要な状況となっている。 

こうしたことから、将来的な市内全体の学校再編を見据え、これまでの適正規模・ 

適正配置に関する基準等を見直すため、2度目の改定に取り組むもの。 

イ 方針の概要 

（ア）改定の目的（別添 3・2ページ） 

市内全域を対象とする将来的な学校再編を見据え、適正規模・適正配置に 

関する基本的な事項を整理し、示すもの。 

（イ）主な追加点・変更点 

  ａ 適正配置に関する新たな基準の設定（別添 3・13、14 ページ） 

    通学区域（小学校区と中学校区の整理） 

通学距離（小学生おおむね 1.5ｋｍ、中学生おおむね 2ｋｍ） 

通学時間（小中学生ともにおおむね 30 分以内） 

  ｂ 学校の存置を検討する基準の見直し（別添 3・15 ページ） 

    過小規模の基準に複数年該当し、翌年以降も継続して見込まれる学校につ 

いては、統廃合等の検討を開始するもの。 

     ｃ 学校再編の方向性に関する記載（別添 3・15 ページ） 

       通学区の調整や義務教育学校の設置、学校以外の公共施設との複合化等に 

    ついて、学校再編計画の策定に向けて方向性を示すもの。 

 

（４）今後の適正規模・適正配置スケジュール 

令和 8 年 2 月 2 日 川口市立小中学校適正規模・適正配置基本方針改定案 

パブリックコメントの実施（令和 8年 3月 4日まで） 

令和 8 年 2 月 9 日 未来創造・教育力向上特別委員会 

令和 8 年 3 月 18 日 令和 8年第 5回教育委員会定例会（予定） 

令和 8 年 3 月 下旬 川口市立小中学校適正規模・適正配置基本方針改定（予定） 

令和 8 年 12 月 下旬 川口市立小中学校在り方審議会答申（予定） 

令和 9 年 3 月 下旬 （仮称）川口市立小中学校再編計画・第Ⅰ期地域プラン案 （予定） 

令和 9 年 9 月 上旬 （仮称）川口市立小中学校再編計画・第Ⅰ期地域プラン策定（予定） 

（仮称）地域連絡協議会の設置（予定） 

令和 12 年 4 月 上旬 学校再編期間（予定期間：令和 27 年 3 月までの 15 年間） 
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川口市教育大綱及び川口市教育振興基本計画の改定について 

 

（１）川口市教育大綱 

ア 改定の背景 

    平成 27 年 4 月に施行された「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」におい 

て教育大綱の策定が義務付けられたことに伴い、本市における教育の振興を総合的 

かつ計画的に推進していくための指針として、平成 28 年 4 月に 5か年計画として 

策定した。 

その後、令和 3年度から令和 7年度を計画期間とした現行の計画は、第 2期にあ 

たる教育大綱に基づいて教育施策を推進しているが、今年度末をもって終了するこ 

とから第 6次川口市総合計画（案）との整合性を図りながら、社会動向の変化や本 

市の実情等を踏まえ、教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の方針等を 

改定するもの。 

  イ 大綱の概要 

   （ア）基本理念（別添 1・1ページ） 

      「未来を創造する人材を育て、すべての人が輝く 川口の教育」 

   （イ）基本目標（別添 1・2～5ページ） 

ａ すべてのこどもが学べる多様な環境づくり（2施策） 

     ｂ こどもの成長をサポートする基盤づくり（3施策） 

     ｃ 生涯学習・スポーツができる環境づくり（2施策） 

     ｄ 歴史の継承と文化芸術の発信（2施策） 

     ｅ 教育行政経営の基盤強化（1施策） 

※現行の教育大綱を継承しつつ、第 6次川口市総合計画（案）との整合性 

を図るなど、本市の実情等を考慮したもの。 

  ウ 計画期間 

    令和 8年度から令和 12 年度までの 5年間 

  エ 改定スケジュール 

令和 7年 9 月 11 日 令和 7年第 12 回教育委員会定例会 

    令和 7年 9 月 17 日 市内小中学校児童生徒、市立高等学校生徒、保護者、教職 

員へのアンケート実施（令和 7年 10 月 6 日まで） 

     令和 7年 10 月 21 日 令和 7年度第１回川口市総合教育会議 

    令和 7年 10 月 24 日 令和 7年第 13 回教育委員会定例会 

    令和 7年 11 月 10 日 パブリックコメントの実施（令和 7年 12 月 10 日まで） 

    令和 8年 1 月 23 日 令和 8年第 1回教育委員会定例会 

    令和 8年 2 月 9 日 未来創造・教育力向上特別委員会 

    令和 8年 3 月 18 日 令和 8年第 5回教育委員会定例会（予定） 

    令和 8年 3 月 26 日 令和 7年度第 2回川口市総合教育会議（予定） 
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（２）川口市教育振興基本計画 

  ア 改定の背景 

    本計画は、教育基本法第 17 条第 2項に基づき、国及び埼玉県の教育振興基本計画 

を参酌し、教育大綱の方針をより具体化するため、平成 28 年 4 月に教育委員会が策 

定した。 

令和 3 年度から令和 7 年度を計画期間とした現行の計画は、今年度末をもって終

了することから、教育大綱の改定内容を踏まえながら、社会動向の変化や本市の実

情等も考慮し、「現状と課題」、「施策の方向性」、「主な取り組み」等の内容を

改定するもの。 

  イ 計画の概要 

（ア）第 1編「総論」（別添 3・1～19 ページ） 

第 1章から第 4章で構成し、策定の背景と趣旨、本市を取り巻く社会動向と 

現状等を踏まえた本市の教育のめざすべき姿等について記載するもの。 

（イ）第 2編「各論」（別添 3・21～119 ページ） 

      教育大綱（案）で定める 5つ基本目標をそれぞれの章とし、10 の施策を着実 

に推進するため、「現状と課題」、「施策の方向性」、「主な取り組み」を明確 

にし、詳細に記載するもの。 

   （ウ）第 3編「計画推進にあたって」（別添 3・121～129 ページ） 

      計画の実現に向けた基本的な事項や、各施策を計画的に推進するため、25 の 

指標を選定し、点検・評価の体制を記載するもの。 

ウ 計画期間 

    令和 8年度から令和 12 年度までの 5年間 

  エ 改定スケジュール 

    令和 7年 9 月 11 日 令和 7年第 12 回教育委員会定例会 

    令和 7年 9 月 17 日 市内小中学校児童生徒、市立高等学校生徒、保護者、教職 

員へのアンケート実施（令和 7年 10 月 6 日まで） 

    令和 7年 10 月 21 日 令和 7年度第１回川口市総合教育会議 

    令和 7年 10 月 24 日 令和 7年第 13 回教育委員会定例会 

    令和 7年 11 月 10 日 パブリックコメントの実施（令和 7年 12 月 10 日まで） 

    令和 8年 1 月 23 日 令和 8年第 1回教育委員会定例会 

    令和 8年 2 月 9 日 未来創造・教育力向上特別委員会 

    令和 8年 3 月 18 日 令和 8年第 5回教育委員会定例会（予定） 

    令和 8年 3 月 26 日 令和 7年度第 2回川口市総合教育会議（予定） 

令和 8年 4 月 1 日 令和 8年第 6回教育委員会定例会（予定） 
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横曽根公民館・横曽根図書館建設事業について 

（１）事業概要 

西川口公民館・横曽根公民館及び横曽根図書館建設事業について、令和 

8 年 2 月の開館に向けて、令和 5年度からの 3カ年継続事業により、改築 

工事を実施した。 

 

（２）工事概要 

ア 工 事 名 仮称西川口・横曽根公民館・横曽根図書館改築工事 

イ 工事場所 川口市西川口 5-2-1 

ウ 構  造 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 3 階建て 

エ 規  模 建築面積 2,195.13 ㎡ 

     延床面積 4,762.28 ㎡ 

     高  さ     17.38 ｍ 

オ 施設概要 図書館 

       1 階：一般書コーナー、閲覧スペース、 

1 階：子どもの本コーナー、事務室 ほか 

       2 階：書庫、会議室 ほか 

      公民館 

       2 階：講座室、ホール、事務室 ほか 

       3 階：視聴覚室、会議室、料理自習室 ほか 

カ 期  間 令和 5年 9月 28 日から令和 7年 11 月 28 日まで 

キ 受 注 者 工事監理：株式会社奥野設計 

建築工事：川口土木建築工業株式会社 

      電気工事：高山電設工業株式会社 

設備工事：アペック・安藤特定建設工事共同企業体 

ク 事 業 費 3,165,984,800 円（工事監理委託料、工事請負費） 
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横曽根公民館・横曽根図書館建設事業 配置図、平面図
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川口市子ども読書活動推進計画の改定について 

 

（１）川口市子ども読書活動推進計画 

ア 改定の背景 

子どもの読書活動を推進することを目的に、平成 13 年 12 月「子どもの読書活動 

の推進に関する法律」が施行されたことに伴い、本市では、平成 15 年 10 月に「川 

口市子ども読書活動推進計画」を策定、その後、2度の改定を行い、継続的に取り 

組みを進めてきた。 

現在、「第 6次川口市総合計画（案）」の策定及び「川口市教育大綱」・「川口市教 

育振興基本計画」の改定が進められていることから、これらの計画・大綱との整合 

性を図るとともに、国・県の動向や時代の変化を踏まえ、改定するもの。 

なお、子どもの読書活動は、言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を 

豊かにするものであり、子どもが成長していく過程で大変重要である。 

一方で、世界的な新型コロナウイルス感染症の拡大や、ＧＩＧＡスクール構想に 

よる学校のＩＣＴ環境の整備等により、子どもたちを取り巻く環境が大きく変化し 

ており、子どもの読書活動にも影響を与えている。 

この計画は、次世代を担う子どもたちが進んで読書を楽しみ、自らの人生を豊か 

にできるよう、読書環境の整備・充実に努めるもの。 

 

イ 計画の概要 

（ア）第 1章 計画策定の背景（別添 1・1ページ） 

   1 計画の策定にあたって、2 国・県の動向、3 本市の子どもの読書状況と課 

   題 

（イ）第 2章 基本的方針（別添 1・3ページ） 

   1 計画の位置づけ、2 計画の期間と対象、3 計画の指標、4 基本的方針 

   （ウ）第 3章 子どもの読書活動推進のための具体的な取り組み（方策） 

      （別添 1・5ページ） 

      家庭・地域・学校等における子どもの読書活動の推進 

 

（２）計画期間 

令和 8年 4月 1日から令和 13 年 3 月 31 日までの 5年間 

 

 （３）改定スケジュール 

    令和 7年 9 月 9 日 第 1 回川口市子ども読書活動推進計画検討委員会専門部会 

    令和 7年 10 月 2 日 第 1 回川口市子ども読書活動推進計画検討委員会 

令和 7年 10 月 24 日 令和 7第 13 回教育委員会定例会 

    令和 7年 11 月 1 日 川口市子ども読書活動推進計画素案についての意見募集 

    令和 7年 11 ～30 日（パブリックコメント）の実施 

令和 7年 12 月 10 日 第 2 回川口市子ども読書活動推進計画検討委員会専門部会 
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    令和 7年 12 月 22 日 第 2 回川口市子ども読書活動推進計画検討委員会 

令和 8年 1 月 1 日 意見募集結果の公表 

    令和 8年 1 月 15 日 川口市立図書館・映像・情報メディアセンター運営審議会 

令和 8年 2 月 9 日 未来創造・教育力向上特別委員会 

令和 8年 3 月 18 日 令和 8年第 5回教育委員会定例会（予定） 

当日資料４-2-



いじめ根絶に向けた取り組み状況について 

 

（１）いじめ根絶に向けた取り組み 

ア いじめ対応教員研修会 

（ア）日時及び場所 令和 7年 10 月 10 日（金） 午後 3時  

川口市役所第二本庁舎 2601ＡＢＣ会議室 

（イ）対象者    市立小・中・高等学校のいじめ対応教員 82 人 

   （ウ）研修内容   講師 市教育委員会指導主事（生徒指導担当） 

             ・本市の現状及び対応等について 

             ・事例研修及びグループ協議 

 

イ 川口の元気 第 20 回いじめゼロサミット 

（ア）日時及び場所 令和 7年 12 月 22 日（月） 午後 2時 30 分  

埼玉県産業技術総合センター 

（イ）参加者    市立小・中学校代表児童生徒 各 1人 

（ウ）第 20 回テーマ「なぜ、いじめはなくならない？」 

   （エ）内容     ・いじめ予防授業 

講師 大東文化大学特任教授 渡辺 雅之 氏 

             ・研究協議（グループ協議） 

             ・感想等発表 

             ・指導講評  

 

  ウ いじめ問題対策協議会 

（ア）日時及び場所 令和 8年 1月 23 日（金） 午前 10 時 

          川口市役所第二本庁舎 2601Ａ会議室 

（イ）参加者    いじめ問題対策協議会委員 

   （ウ）内容     ・本市におけるいじめの発生状況等について 

             ・いじめ防止対策の強化について 

             ・本年度の協議会の提言について 

 

（２）いじめ問題に関する調査状況 

今回報告する 6事案のうち、2事案については、いじめ問題調査委員会を設置して 

おり、調査継続中である。 

残りの 4事案については、いじめ問題調査委員会の設置を希望しない旨の回答があ 

り、いじめ重大事態としての対応を終結した。 

 

【報告の概要】 

事案 調査委員会等の対応状況 事案の状況 

8 いじめ問題調査委員会不要     終結 

9 いじめ問題調査委員会不要    終結 
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10 いじめ問題調査委員会設置  継続中 

11 いじめ問題調査委員会不要     終結 

12 いじめ問題調査委員会設置 継続中 

13 いじめ問題調査委員会不要     終結 

   

  ア 事案 10 について 

   （ア）経緯 

令和 6年 12 月 3 日、Ａから学校へ、「汚い扱いをされる」「椅子を蹴られる」

などの行為を受けているとＡからの訴えがあり、学校はいじめを認知した。 

同年 12 月 4 日、Ａ保護者及びＡから「学校へ行きたいという意向はあるが、

また暴力をふるってしまうかもしれないので教室には入りづらい」との訴えが

あった。 

令和 7年 5月 23 日、学校が実施した生活アンケートに、Ａが「1年生の 4月

から 2年生の 12 月までの間、からかいやいじりなどがあった。」との記載があ

った。 

同年 6月 2日、Ａ保護者から学校に「1、2年生時のことを踏まえて、いじめ

重大事態として取り上げて欲しい。」との手紙が届いた。 

同日、市教育委員会は学校から本事案について報告を受け、いじめ重大事 

態としての判断をする場合は、市教育委員会へ報告するよう指示した。 

同年 6月 24 日、市教育委員会は学校から、「Ａがいじめにより、心身に重大

な被害が生じた疑いがあり、いじめの重大事態と判断する。」との報告を受け、

いじめ重大事態として適切に対応を進めるよう指示した。 

 

   （イ）調査状況 

令和 6 年 12 月 3 日、学校はＡ及びＢに聞き取りを行い、ＡからＢへの暴力

行為、ＢからＡが嫌がると思い、故意にＡに対して話しかけたことを確認した。 

令和 7 年 5 月 27 日、学校はＡに聞き取りを行い、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆからい   

じられたことや誰が書いたかは不明であるがＡの名前が書かれたラブレター

を学級内に回されたことを聞き取った。 

 

   （ウ）その後の状況 

令和 7 年 6 月 24 日、学校からＡ保護者に、本事案についていじめ重大事態

として対応することの説明を行なった。 

同年 6 月 30 日、校長及び教頭は、Ａ保護者との面談を行い、いじめ重大事

態調査体制に関する説明をした。 

同年 7 月 1 日、学校の対応への不信感があることから重大事態調査体制に 

関する意見書がＡ保護者から提出され、調査主体の決定や調査委員の選定につ

いての要望があった。 

同年 7 月 9 日、就学支援委員会にて 2 学期から通級指導教室への参加が決 

定した。 

同年 7 月 17 日、学校が市教育委員会の担当者同席のもと、Ａ保護者に改め

ていじめ重大事態調査体制の説明を行い、いじめ重大事態に関する調査委員会

の設置を希望する旨の意向確認書が提出された。 

同年 10 月 20 日、重大事態の主体を学校から学校の設置者（市教育委員会）

に変更した。 

調査委員会の調査委員の選定については、Ａ保護者の強い要望により時間を
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要していたが、令和 8 年 1 月１6 日時点で、弁護士、大学准教授、公認心理師 

の３名から内諾を得ている。 

同年 1 月 20 日時点でＡの欠席は 1 日であるが、別室でオンライン授業を受 

けている。 

 

イ 事案 12 について 

 （ア）経緯 

令和 7年 6月 20 日、Ａ保護者から学校へ、「昨日、Ａが文鎮をたたいて音を 
出していたところ、Ｂから『うるさい』と言われた。その際、Ｂが『Ａが悪いと 
思う人』と周囲の児童にも尋ねる行為があり、嫌な思いをした。」との訴えがあ 
り、学校はいじめを認知した。 
同年 6月 26 日、Ａから学校へ、「女子が着替えている教室のドアを開けてし 

まったところ、Ｂから『いけないんだよ』と指摘してきた。非常に嫌だった。」 
との訴えがあった。 
同年 7月 1日、Ａから学校へ、「掃除の時間に椅子を運んでいたら、Ｂから 

『なんで椅子しか運んでないの』と指摘された。嫌だった。」との訴えがあった。 
2 学期に入ってから、Ａの遅刻や早退、欠席が増えた。 
同年 11 月 20 日、Ａ保護者から学校へ、適応反応症の診断書が提出された。 

同年 11 月 25 日、市教育委員会は学校から、上記の内容及びＡの欠席日数 

が 29 日であるとの報告を受け、いじめ重大事態として適切に対応を進めるよ 
う指示した。 
 

（イ）調査状況 

令和 7年 6月 20 日、学校はＡ及びＢに聞き取りを行い、事実を確認し、指 
導した。ＢからＡへの謝罪があった。 
同年 6月 26 日、学校はＡ及びＢに聞き取りを行い、事実を確認し、指導し 

た。ＢからＡへの謝罪があった。 
同年 7月 1日、学校はＡ及びＢに聞き取りを行い、事実を確認し、指導し 

た。ＢからＡへの謝罪があった。 
 

 （ウ）その後の状況 

令和 7年 11 月 28 日、学校はＡ保護者にいじめ重大事態として対応するこ 
とについて説明を行なった。 
同年 12 月 1 日、Ａ保護者から学校に、調査委員会の立ち上げを希望する旨 

の意向確認書が提出された。 
同日、市教育委員会は学校からＡ保護者の意向に関する報告を受け、学校の 

組織に第三者を加える体制での調査委員会を設置する判断をした。 
同年 1月 20 日時点で、Ａの欠席は 47 日である。 
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